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一

問
題
の
提
起

司
法
院
大
法
官
憲
法
解
釈
制
度
は
、
中
華
民
国
憲
法
の
誕
生
と
同
時

に
創
立
さ
れ
、
動
員
戡
乱
時
期

(

一
九
四
八
―
一
九
九
一)

と
台
湾
民

主
化

(

一
九
九
一
―)
と
い
う
、
二
つ
の
歴
史
的
段
階
が
あ
り
、
六
〇

年
間
に
瓦
り
、
七
〇
〇
号
以
上
の
解
釈
の
積
み
重
ね
が
あ
る

(

１)

。
憲
政
秩

序
の
重
要
な
時
期
に
、
大
法
官
の
解
釈
は
欠
か
せ
な
い
役
割
を
果
た
し
、

例
え
ば
、
釈
字
第
三
一
号
は

｢

万
年
国
会｣

(

一
九
四
八
―
一
九
九
一)

の
憲
法
上
の
基
礎
を
与
え
、
釈
字
第
二
六
一
号
の
解
釈
は

｢

万
年
国
会｣

を
終
結
し
、
台
湾
の
民
主
化
の
た
め
に
、
最
後
の
障
害
物
を
取
り
除
い

た
。
国
民
大
会
が
違
法
に
権
限
を
乱
用
し
、
憲
法
改
正
の
手
続
を
通
じ

て
自
ら
任
期
を
延
長
し
た
時
に
、
大
法
官
は
釈
字
第
四
九
九
号
解
釈
を

し
た
。
こ
れ
は
憲
法
史
上
初
め
て
改
正
条
文
は
憲
法
違
反
で
あ
る
と
言

い
渡
し
た
も
の
で
、
憲
法
の
尊
厳
を
守
っ
て
、
ま
た
違
法
改
正
の
限
界

を
確
立
し
た
。

憲
法
制
定
当
時
、
大
法
官
憲
法
解
釈
制
度
は
曖
昧
で
あ
り
、
憲
法
本

文
は
非
常
に
簡
略
で
、
権
限
の
具
体
的
内
容
や
、
組
織
と
手
続
な
ど
、

全
て
司
法
院
自
身
が
定
め
る
も
の
或
い
は
立
法
院
に
よ
る
法
規
で
作
ら

れ
、
大
法
官
の
憲
法
解
釈
で
創
造
と
補
充
が
な
さ
れ
た
。
六
十
年
以
上

の
歴
史
的
発
展
で
は
、
司
法
院
大
法
官
会
議
規
則
、
司
法
院
大
法
官
会

議
法
か
ら
現
在
の
司
法
院
大
法
官
審
理
案
件
法
ま
で
、
そ
し
て
、
草
案

段
階
の
司
法
院
大
法
官
審
理
案
件
法
新
改
正
草
案
、
さ
ら
に
大
法
官
の

自
身
の
手
続
と
権
限
に
対
す
る
解
釈
は
、
次
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
。

つ
ま
り
大
法
官
憲
法
解
釈
制
度
と
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
裁
判
制

度
は
ま
す
ま
す
似
て
き
た
。
特
に
個
別
憲
法
解
釈
権
限
と
憲
法
解
釈
手

続
類
型

(

訴
訟
類
型)

、
お
よ
び
違
憲
審
査
集
中
審
理
制
の
確
立
に
お
い

て
で
あ
る
。

台
湾
の
大
法
官
の
憲
法
解
釈
制
度
と
ド
イ
ツ
の
基
本
法
の
下
で
の
連

邦
憲
法
裁
判
所
制
度
は
似
て
お
り
、
規
範
審
査
権(

法
令
違
憲
審
査
権)

、

憲
法
争
議
解
釈
権

(

ド
イ
ツ
の
機
関
争
議
に
似
る)

を
も
つ
の
み
な
ら

ず
、
独
特
な
憲
法
疑
義
解
釈
権
を
持
ち

(

２)

、
幅
広
い
権
限
を
持
つ
憲
法
解

釈
機
関
で
あ
る
。
近
年
で
は
、
裁
判
機
関
化
の
方
向
に
向
か
っ
て
発
展

し
、
も
し
新
し
い
司
法
院
大
法
官
審
理
案
件
法
改
正
草
案
が
採
択
さ
れ

れ
ば
、
完
全
に
憲
法
法
廷
に
転
換
す
る
。

本
稿
は
、
大
法
官
憲
法
解
釈
制
度
の
形
成
過
程
を
、
二
つ
の
視
点
か

ら
分
析
す
る
。
ま
ず
大
法
官
制
度
の
現
状
の
歴
史
的
制
度
沿
革
を
検
討

し
、
も
う
一
つ
は
こ
の
制
度
の
法
規
範
の
基
礎
を
考
察
し
た
い
。
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二

大
法
官
憲
法
解
釈
制
度
の
確
立
と
発
展

�

司
法
院
の
憲
法
上
の
位
置
付
け

司
法
院
制
度
は
、
こ
こ
六
十
年
以
上
を
経
て
発
展
し
、
大
法
官
憲
法

解
釈
制
度
を
理
解
す
る
重
要
な
背
景
で
あ
り
、
ど
う
司
法
院
を
理
解
す

る
か
が
大
法
官
と
憲
法
解
釈
制
度
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
を
決
定

し
、
逆
も
ま
た
そ
う
で
あ
る
。

｢

大
法
官
の
憲
法
解
釈
制
度｣

と
は
、
憲
法
の
第
七
九
条
第
二
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
司
法
院
が
設
け
る
大
法
官
が
憲
法
第
七
八
条
に
定
め
る

憲
法
解
釈
を
行
な
う
制
度
で
あ
る

(

３)

。
こ
の
い
く
つ
か
の
憲
法
規
定
の
内

容
は
憲
法
制
定
当
時
は
は
っ
き
り
せ
ず
、
特
に
司
法
院
は
国
家
最
高
司

法
機
関
で
あ
る
と
い
う

｢

本
来
の
意
味｣

は
、
純
粋
な
最
高
裁
判
機
関

で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
最
高
司
法
行
政
機
関
を
兼
ね
る
の
か
に
つ
い
て

は
、
争
わ
れ
て
き
た
。

憲
法
草
案
の
起
草
と
制
定
の
過
程
を
考
察
す
る
と
、
一
九
三
六
年
五

月
五
日
に
、
五
五
憲
草
が
公
表
さ
れ
、
第
七
六
条
は
次
の
よ
う
に
定
め

る
。｢

司
法
院
は
中
央
政
府
が
司
法
権
を
行
使
す
る
最
高
機
関
で
、
民
事
、

刑
事
、
行
政
訴
訟
の
裁
判
及
び
司
法
行
政
を
掌
理
す
る
。｣

一
九
四
三
年

の
国
民
参
政
会
憲
政
実
施
協
進
会
が
同
様
な
見
解
で
、
司
法
権
と
司
法

行
政
が
い
ず
れ
も
司
法
院
に
属
す
る
と
考
え
た
。
第
二
次
大
戦
後
、
政

治
協
商
会
議
は
方
針
を
変
え

｢

司
法
院
は
即
ち
国
家
最
高
法
院
で
あ
り
、

司
法
行
政
を
兼
掌
せ
ず
、
大
法
官
若
干
名
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
る｣

と

決
議
し
た

(

４)

。
当
時
提
出
さ
れ
た
草
案
は
す
で
に
司
法
院
は
全
国
最
高
の

裁
判
機
関
で
あ
り
、
民
事
・
刑
事
・
行
政
訴
訟
の
裁
判
及
び
憲
法
の
解

釈
を
掌
理
す
る
と
定
め
た
。
制
憲
国
民
大
会
分
組
の
審
査
の
時
、
第
四

審
査
委
員
会
の
多
数
は
司
法
行
政
が
司
法
院
に
属
し
司
法
権
の
統
一
を

す
る
と
主
張
し
、
そ
し
て
三
種
類
の
審
査
意
見
を
提
出
し
た
。
審
査
委

員
会
の
審
査
を
総
合
す
る
時
、
中
央
の
指
示
に
よ
り
司
法
行
政
部
が
司

法
院
に
属
す
る
こ
と
は
挙
げ
る
必
要
が
な
い
と
さ
れ
、
決
議
は
一
番
目

の
審
査
意
見
を
採
択
し
た
。
つ
ま
り

｢

司
法
院
は
国
家
最
高
の
司
法
機

関
で
あ
り
、
民
事
、
刑
事
、
行
政
訴
訟
の
裁
判
及
び
公
務
員
の
懲
戒
を

掌
理
す
る
。｣

と
定
め
た

(

５)

。
草
案
の
提
出
と
変
遷
の
沿
革
か
ら
み
る
と
、

政
治
協
商
会
議
の
見
解
は
ほ
ぼ
一
貫
し
て
い
て
、
国
家
最
高
の
司
法
機

関
と
し
て
の
司
法
院
は
国
家
の
最
高
法
院
で
あ
り
、
最
高
裁
判
権
と
憲

法
解
釈
権
を
行
使
す
る
と
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。

司
法
院
は
ア
メ
リ
カ
連
邦
最
高
裁
判
所
に
似
て
い
る
と
い
う
の
は
一

つ
の
可
能
な
解
釈
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
大
法
官
の
地
位
は
ア
メ
リ
カ

連
邦
最
高
裁
判
所
の
大
法
官
に
相
当
し
、
そ
の
憲
法
解
釈
権
と
法
律
と

翻 訳
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命
令
の
統
一
解
釈
権
は
、
憲
法
第
七
七
条
が
述
べ
る
各
種
の
審
判
権
の

中
で
具
体
化
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
見
方
が
で
き
る
な
ら
台
湾
の
違
憲

審
査
制
度
は
分
散
的
、
個
別
事
件
的
違
憲
審
査
制
度
と
な
る
。
し
か
し

憲
法
制
定
後
の
発
展
は
明
ら
か
に
全
く
別
の
道
を
進
ん
だ
。
現
状
は
、

司
法
院
に
大
法
官
を
設
け
た
と
し
て
も
、
司
法
院
は
最
高
法
院
で
は
な

く
、
最
高
法
院
等
各
級
法
院
お
よ
び
公
務
員
懲
戒
委
員
会
は
司
法
院
に

隷
属
し
て
お
り
、
司
法
院
は
主
と
し
て
司
法
行
政
の
各
部
門
よ
り
構
成

さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
憲
法
裁
判
制
度
は
分
散
的
、
個
別
事
件
的
な

違
憲
審
査
制
度
で
は
な
く
、
主
に
集
中
的
、
抽
象
的
違
憲
審
査
制
度
で

あ
る
。

現
在
の
司
法
院
と
憲
法
の
第
七
七
条
の
定
め
る

｢

司
法
院
は
国
家
最

高
司
法
機
関
と
し
て
、
民
事
・
刑
事
・
行
政
訴
訟
の
審
判
及
び
公
務
員

の
懲
戒
を
掌
理
す
る
。｣

と
の
間
の
距
離
は
大
き
い
。
大
法
官
釈
字
五
三

〇
号
解
釈
は
立
法
院
に
修
正
を
呼
び
か
け
た
。
す
な
わ
ち
、｢
憲
法
の
第

七
七
条
は
次
の
よ
う
に
定
め
る

『

司
法
院
は
国
家
最
高
司
法
機
関
と
し

て
、
民
事
・
刑
事
・
行
政
訴
訟
の
裁
判
及
び
公
務
員
の
懲
戒
を
掌
理
す

る
。』

こ
れ
に
よ
り
現
行
の
司
法
院
組
織
法
は
次
の
よ
う
に
定
め
る
。
司

法
院
は
大
法
官
を
一
七
人
設
置
し
、
憲
法
解
釈
及
び
法
令
の
統
一
解
釈

事
件
を
審
理
し
、
ま
た
憲
法
法
廷
を
組
織
し
、
政
党
違
憲
の
解
散
事
項

を
審
理
す
る
。
司
法
院
の
下
に
、
各
級
法
院
、
行
政
法
院
及
び
公
務
員

懲
戒
委
員
会
を
設
置
す
る
。
司
法
院
は
上
記
の
事
項
を
審
理
す
る
大
法

官
の
外
、
そ
れ
自
身
は
最
高
司
法
行
政
機
関
の
地
位
を
具
え
て
、
最
高

司
法
裁
判
機
関
と
最
高
司
法
行
政
機
関
を
分
離
さ
せ
た
。｣

こ
の

｢

制
憲

者
の
本
々
の
意
味｣

に
基
づ
く
法
的
見
解
は
、
憲
法
制
定
の
本
旨
に
よ

り
、｢

司
法
院
は
最
高
裁
判
機
関
で
あ
る｣

と
考
え
、
学
者
の
論
争
を
引

き
起
こ
し
、
賛
成
反
対
意
見
の
い
ず
れ
も
あ
っ
た

(

６)

。

司
法
院
制
度
沿
革
史
か
ら
観
察
す
る
と
、
司
法
院
の
前
身
は
三
つ
の

段
階
が
あ
っ
た
。
清
末
か
ら
中
華
民
国
の
一
六

(

一
九
二
七)

年
の
大

理
院
、
民
国
一
六
年
か
ら
民
国
一
七

(

一
九
二
八)

年
の
最
高
法
院
お

よ
び
民
国
一
七
年
か
ら
民
国
三
六

(

一
九
四
七)

年
憲
法
施
行
前
の
司

法
院
で
あ
る
。
大
理
院
は
最
高
裁
判
機
関
で
あ
り
、
終
審
法
院
で
あ
る

以
外
に
、
抽
象
的
法
令
の
統
一
解
釈
権
、
大
統
領
の
弾
劾
案
件
と
選
挙

訴
訟
の
上
訴
事
件
を
審
理
し
た

(

７)

。
中
華
民
国
の
一
六
年
か
ら
中
華
民
国

の
一
七
年
の
間
の
最
高
法
院
は
大
理
院
を
改
組
し
た
も
の
で
、
も
と
の

権
限
を
行
使
し
た
。
憲
法
制
定
前
の
司
法
院
は
憲
法
解
釈
権
を
も
た
な

か
っ
た
外
、
最
高
法
院
、
行
政
法
院
と
中
央
公
務
員
懲
戒
委
員
会
を
設

け
、
そ
れ
ぞ
れ
民
事
・
刑
事
訴
訟
、
行
政
訴
訟
と
公
務
員
懲
戒
事
件
を

審
理
し
た
。
憲
法
制
定
後
の
司
法
院
と
似
て
い
る
が
、
し
か
し
、
司
法

院
院
長
が
法
令
の
統
一
解
釈
と
判
例
変
更
を
掌
理
し
、
会
議
メ
ン
バ
ー

は
最
高
法
院
院
長
と
、
各
廷
の
廷
長
で
あ
り
、
司
法
院
の
名
義
で
公
布

台湾における違憲審査制度の発展
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さ
れ
た

(

８)

。
憲
法
制
定
前
の
司
法
院
は
名
義
上
は

｢

最
高
司
法
機
関｣

で

あ
る
が
、
し
か
し
、
ま
だ
直
接
裁
判
事
務
を
掌
理
せ
ず
、
実
質
上
は

｢

最
高
司
法
行
政
機
関｣

で
あ
っ
た
。

憲
法
制
定
の
後
・
施
行
前
に
、
国
民
政
府
は
民
国
三
六

(

一
九
四
七)

年
三
月
三
一
日
、
新
し
い
司
法
院
組
織
法
を
公
布
し
、
同
法
の
第
三
条

は
次
の
よ
う
に
定
め
る
。｢

司
法
院
は
大
法
官
会
議
を
設
け
、
大
法
官
九

人
で
こ
れ
を
組
織
す
る
。｣
第
四
条
は
次
の
よ
う
に
定
め
る
。｢

司
法
院

は
民
事
廷
、
刑
事
廷
、
行
政
裁
判
廷
と
公
務
員
懲
戒
委
員
会
を
設
け
る
。｣

こ
の
場
合
の
司
法
院
は
真
の
最
高
司
法
機
関
で
あ
り
、
即
ち
最
高
法
院

で
あ
る
。
し
か
し
、
い
ろ
い
ろ
の
要
因
に
よ
っ
て
、
ま
た
最
高
法
院
の

反
対
も
あ
っ
て
、
こ
の
法
は
施
行
さ
れ
な
か
っ
た
。
国
民
政
府
は
三
六

(

一
九
四
七)

年
一
二
月
二
五
日
憲
法
の
施
行
の
日
に
、
新
た
な
司
法
院

組
織
法
を
公
布
し
、
憲
法
施
行
前
の
旧
制
を
回
復
し
、
司
法
院
と
最
高

法
院
な
ど
の
各
級
法
院
は
再
度
分
か
れ
て
、
司
法
権
限
は
大
法
官
会
議

に
よ
っ
て
憲
法
を
解
釈
す
る
こ
と
の
み
が
残
っ
た

(

９)

。
憲
法
施
行
後
に
司

法
院
組
織
法
を
何
度
も
改
正
し
た
が
、
こ
の
構
造
は
変
化
し
な
か
っ
た
。

台
湾
民
主
化
の
前
後
は
、
国
民
大
会
は
憲
法
改
正
手
続
に
よ
り
中
華

民
国
憲
法
増
修
条
文
を
制
定
し
た
。
一
九
九
二
年
二
回
目
の
改
正
時
に
、

新
し
く
導
入
さ
れ
た
政
党
違
憲
の
解
釈
制
度
を
設
け
、
大
法
官
の
組
織

と
権
限
に
対
し
て
、
第
一
三
条
第
二
項
の
規
定

(

現
行
の
中
華
民
国
憲

法
増
修
条
文
第
五
条
第
四
項)

を
付
け
加
え
、
司
法
院
大
法
官
が

｢

憲

法
法
廷｣

を
組
織
し
、
政
党
違
憲
に
よ
る
解
散
事
項
を
審
理
す
る
と
し

た
。
二
〇
〇
五
年
に
憲
法
法
廷
の
権
限
を
拡
大
し
、
総
統
・
副
総
統
の

弾
劾
事
件

(

現
行
の
中
華
民
国
憲
法
増
修
条
文
の
第
五
条
第
四
項)

を

設
け
た
。
こ
れ
ら
の
修
正
で
は
司
法
院
の
理
解
に
つ
い
て
あ
ま
り
明
確

な
変
更
或
い
は
調
整
は
な
か
っ
た
。
現
行
制
度
の
下
で
、
司
法
院
が
司

法
権
を
行
使
す
る
場
合
は
、
大
法
官
の
憲
法
解
釈
の
審
理
と
法
令
統
一

解
釈
事
件
、
お
よ
び
憲
法
法
廷
を
組
織
し
た
政
党
違
憲
事
件
の
審
理
と

総
統
・
副
総
統
の
弾
劾
事
件
の
時
の
み
で
あ
る
。

�

大
法
官
憲
法
解
釈
制
度
の
発
展
と
基
礎
的
規
範

１

憲
法
の
側
面

大
法
官
憲
法
解
釈
制
度
の
主
な
法
規
範
の
基
礎
は
憲
法
規
定
に
あ
る
。

憲
法
本
文
の
中
で
大
法
官
に
言
及
し
た
条
文
は
第
七
九
条
第
二
項
の
み

で
あ
り
、
司
法
院
は
大
法
官
を
設
置
し
、
憲
法
第
七
八
条
が
定
め
る
事

項
を
掌
理
す
る
と
し
た
。
そ
の
中
で
本
研
究
と
直
接
関
係
す
る
の
は

｢
憲
法
解
釈｣

権
限
で
あ
る
。
憲
法
本
文
の
第
七
章
を
除
い
て
、
こ
の
外

司
法
院
の
解
釈
に
関
係
す
る
の
は
第
一
一
七
条

｢

省
の
法
規
と
国
家
法

律
が
抵
触
す
る
か
ど
う
か
の
疑
義
が
生
じ
た
時
、
司
法
院
は
こ
れ
を
解

翻 訳
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釈
す
る
。｣

お
よ
び
第
一
七
一
条
第
二
項

｢

法
律
と
憲
法
が
抵
触
す
る
か

ど
う
か
の
疑
義
が
生
じ
た
時
、
司
法
院
は
こ
れ
を
解
釈
す
る
。｣

そ
し
て
、

第
一
七
三
条

｢

憲
法
の
解
釈
は
、
司
法
院
が
こ
れ
を
行
な
う
。｣

と
い
う

三
つ
の
条
文
が
あ
る
。
解
釈
上
司
法
院
の
解
釈
と
は
つ
ま
り
大
法
官
の

解
釈
で
あ
る
。
憲
法
本
文
に
現
れ
る
よ
う
に
、
司
法
院
の
構
成
は
大
法

官
の
外
他
の
構
成
員
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
第
七
八
条

｢

司
法
院
は
憲

法
を
解
釈
す
る｣

と
い
う
。
そ
の
た
め
第
七
九
条
第
二
項
の
規
定
は
不

完
備
で
あ
り
、
大
法
官
は
第
七
八
条
の
事
項
の
外
に
、
第
一
一
七
条
、

第
一
七
一
条
と
第
一
七
三
条
の
事
項
を
掌
理
す
る
。
た
と
え
そ
の
よ
う

で
も
、
こ
れ
ら
の
規
定
は
司
法
院

(

大
法
官)

の
職
権
に
と
ど
ま
り
、

そ
の
う
ち
第
一
一
七
条
と
第
一
七
一
条
の
規
定
は
規
範
審
査

(N
orm
enkontrolle)

或
い
は
司
法
審
査

(judicial
review

)

権
限

に
属
す
る
。
な
ぜ
な
ら
解
釈
上
第
一
一
七
条
の
国
家
法
律
は
憲
法
も
含

む
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
こ
の
た
め
こ
の
条
文
は
違
憲
審
査
の
権
限
も

持
っ
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
。
第
七
八
条
と
第
一
七
三
条
の
規
定
に
つ

い
て
は
か
な
り
抽
象
的
で
あ
り
、
原
則
と
し
て
い
ろ
い
ろ
な
理
解
を
許

容
し
、
も
し
前
後
の
文
の
解
釈
に
基
づ
け
ば
、
第
七
八
条
の
後
半
は

｢

法
律
と
命
令
を
統
一
解
釈
す
る｣

で
あ
る
の
で
、
こ
れ
は
憲
法
の
抽
象

解
釈
を
指
す
と
も
考
え
ら
れ
、
大
法
官
憲
法
解
釈
制
度
設
立
初
期
に
し

ば
し
ば
現
れ
た
解
釈
モ
デ
ル

憲
法
疑
義
解
釈
と
似
て
い
る
。
た
だ

こ
れ
は
一
つ
の
可
能
性
に
す
ぎ
な
い
。
も
し

｢

司
法
院｣

の
本
来
の
意

味
が

｢

最
高
法
院｣

を
指
し

(

�)

、
憲
法
争
議
或
い
は
違
憲
審
査
に
対
し
個

別
事
件
審
査
制
を
と
る
の
で
あ
れ
ば
、｢

司
法
院
の
憲
法
解
釈｣

は
、
司

法
院
は
終
審
裁
判
所
と
し
て
具
体
的
事
件
を
審
理
す
る
と
き
に
、
具
体

的
事
件
に
対
し
て
憲
法
条
文
の

｢

統
一
解
釈｣

を
取
る
こ
と
で
あ
る
と

理
解
で
き
る
。
第
一
七
三
条
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
異
な
る
理
解
の
可

能
性
も
あ
る
。
そ
の
う
ち
の
一
つ
は
そ
れ
を
贅
文
と
み
て
、
第
七
八
条

と
同
様
の
こ
と
と
解
釈
を
す
る
も
の
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
第
七
八
条

の
規
定
は
個
別
事
件
解
釈
と
考
え
、
第
一
七
三
条
の
規
定
は
抽
象
的
解

釈
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。

｢

憲
法
解
釈｣

に
関
し
て
以
上
様
々
な
可
能
な
説
明
が
あ
っ
て
、
こ
れ

ら
の
条
文
は
大
法
官
の
職
権
行
使
後
に
具
体
化
さ
れ
る
。
六
十
年
余
り

の
間
の
最
大
の
変
革
は
、
中
華
民
国
憲
法
増
修
条
文
の
第
五
条
第
四
項

規
定
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
大
法
官
は
憲
法
法
廷
を
組
織
し
、
総
統
・

副
総
統
の
弾
劾
事
件
及
び
政
党
違
憲
の
解
散
事
件
を
審
理
す
る
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
規
定
は
大
法
官
の
権
限
を
拡
張
す
る
だ
け
で
な
く
、
憲
法

の
側
面
で
大
法
官
権
限
行
使
の
組
織
方
式
を
創
設
し
た
の
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
憲
法
法
廷
で
あ
る
。
六
十
年
余
り
の
間
大
法
官
は
会
識
の
組

織
方
式
で
の
憲
法
の
解
釈
を
行
っ
た
が
、
大
法
官
会
議
は
憲
法
自
身
が

設
け
た
も
の
で
は
な
く
、
司
法
院
組
織
法
第
三
条
が
設
立
し
た
制
度
で

台湾における違憲審査制度の発展
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あ
る
。

憲
法
増
修
条
文
第
五
条
の
規
定
は
、
上
述
の
大
法
官
の
組
織
方
式
の

刷
新
以
外
で
、
注
目
す
べ
き
は
そ
の
第
一
項
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、｢

司

法
院
は
一
五
人
の
大
法
官
を
設
け
て
、
そ
の
う
ち
よ
り
院
長
、
副
院
長

を
各
一
名
設
け
、
総
統
が
指
名
し
て
、
立
法
院
の
同
意
を
と
っ
て
、
任

命
す
る
。
中
華
民
国
九
二
年
か
ら
実
施
し
、
憲
法
第
七
九
条
の
規
定
は

適
用
し
な
い
。
司
法
院
大
法
官
は
法
官
よ
り
転
任
し
た
者
以
外
は
、
憲

法
第
八
一
条
及
び
裁
判
官
終
身
職
待
遇
の
規
定
を
適
用
し
な
い
。｣

こ
の

規
定
は
大
法
官
の
定
員
は
一
五
人
、
大
法
官
の
任
期
は
八
年
で
再
任
を

禁
止
し
、
司
法
院
院
長
、
副
院
長
は
大
法
官
の
身
分
で
あ
る
こ
と
、
同

意
権
行
使
機
関
は
立
法
院
と
す
る
と
改
正
し
た
外
、
さ
ら
に
明
文
で
大

法
官
の
憲
法
上
の
基
礎
と
し
て
の
憲
法
本
文
第
七
九
条
を
凍
結
し
た
の

で
あ
る
。

２

法
規
の
側
面

大
法
官
の
職
権
行
使
組
織
方
式
或
い
は
進
行
手
続
に
対
し
て
は
憲
法

自
体
具
体
的
に
述
べ
ず
、
憲
法
の
第
八
二
条
が
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

｢

司
法
院
と
各
級
法
院
の
組
織
は
、
法
律
に
よ
っ
て
定
め
る
。｣

憲
法
の

中
の
他
の
中
央
政
府
機
関
の
組
織
法
と
同
じ
く
、
司
法
院
組
織
法
は
立

法
院
が
制
定
し
た
。
憲
法
の
第
七
九
条
第
二
項
は
司
法
院
は
大
法
官
若

干
名
を
設
け
る
と
定
め
る
の
で
、
大
法
官
の
職
権
行
使
組
織
は
法
律
で

定
め
る
と
解
釈
で
き
る
。

組
織
法
を
制
定
す
る
と
い
う
前
提
が
司
法
院
と
大
法
官
の
憲
法
上
の

位
置
付
け
を
確
定
す
る
の
で
、
異
な
る
前
理
解

(V
orverst� ndnis)

が
そ
の
後
の
組
織
法
の
制
定
に
影
響
す
る
。
も
し
制
憲
当
時
、
司
法
院

は
裁
判
機
関
、
す
な
わ
ち
最
高
法
院
と
理
解
さ
れ
た
な
ら
、
大
法
官
は

最
高
法
院
の
法
官
で
あ
り
、
司
法
院
組
織
法
は
最
高
法
院
組
織
法
と
同

じ
も
の
と
な
り
、
大
法
官
の
職
権
行
使
の
た
め
に
組
織
法
を
制
定
す
る

こ
と
は
な
い
。
も
し
司
法
院
は
裁
判
機
関
で
は
な
く
、
主
た
る
性
質
が

司
法
行
政
機
関
で
あ
る
な
ら
、
大
法
官
が
憲
法
第
七
八
条
の
定
め
る
職

権
を
行
使
す
る
こ
と
に
対
し
特
に
組
織
法
を
定
め
る
必
要
が
あ
る
。

大
法
官
の
組
織
形
式
は
中
華
民
国
の
三
六

(

一
九
四
七)

年
三
月
二

七
日
に
公
布
さ
れ
る
が
ま
だ
施
行
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
司
法
院
組
織
法

の
第
三
条
第
一
項
が
次
の
よ
う
に
定
め
た
。｢

司
法
院
は
大
法
官
会
議
を

設
け
、
大
法
官
九
人
で
組
織
し
、
憲
法
を
解
釈
し
法
律
命
令
を
統
一
解

釈
す
る
こ
と
の
職
権
を
行
使
す
る
。｣

こ
の
法
で
は
、
司
法
院
は
最
高
裁

判
機
関
で
あ
る
。
そ
の
後
に
、
三
六
年
一
二
月
二
五
日
に
改
正
公
布
さ

れ
た
司
法
院
組
織
法
第
三
条
第
一
項
の
中
で
は
、
大
法
官
人
数
は
一
七

人
に
調
整
さ
れ
、
他
の
変
更
は
な
か
っ
た
。｢

司
法
院
は
大
法
官
会
議
を

設
け
、
大
法
官
は
一
七
人
で
組
織
し
、
憲
法
を
解
釈
し
法
律
命
令
を
統

翻 訳
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一
解
釈
す
る
こ
と
の
職
権
を
行
使
す
る
。｣

注
意
す
べ
き
は
、
文
字
は
大

同
小
異
で
は
あ
る
が
、
全
体
的
な
解
釈
の
筋
道
は
全
く
変
わ
っ
た
。
な

ぜ
な
ら
司
法
院
組
織
法
が
司
法
院
の
位
置
付
け
に
対
し
て
大
き
く
変
化

し
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
以
降
、
司
法
院
組
織
法
の
改
正
の
な
か
で
、

第
三
条
で
大
法
官
の
職
権
行
使
の
組
織
方
式
は

｢

大
法
官
会
議｣

と
定

め
た
。
台
湾
民
主
化
後
、
中
華
民
国
の
八
一

(

一
九
九
二)

年
改
正
・

採
択
の
中
華
民
国
増
修
条
文
第
一
三
条
の
規
定
に
合
わ
せ
て
、
同
年
一

〇
月
に
改
正
さ
れ
た
司
法
院
組
織
法
の
第
三
条
第
一
項
の
規
定
は
次
の

よ
う
に
定
め
る
。｢

司
法
院
は
一
七
人
大
法
官
を
設
け
て
、
憲
法
解
釈
と

法
令
の
統
一
解
釈
事
件
を
審
理
し
、
憲
法
法
廷
を
組
織
し
、
政
党
違
憲

の
解
散
事
項
を
審
理
し
、
い
ず
れ
も
合
議
で
こ
れ
を
行
う
。｣

大
法
官
は

そ
れ
ぞ
れ

｢

大
法
官
会
議｣

お
よ
び

｢

憲
法
法
廷｣
の
組
織
形
式
で
職

権
を
行
使
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
司
法
院
大
法
官
の
審
理
事

件
の
中
に

｢

政
党
違
憲
の
解
散
事
件
の
審
理｣

の
章
節
が
あ
る
ば
か
り

で
な
く
、
そ
の
第
一
三
条
は
、
大
法
官
は
憲
法
を
解
釈
す
る
た
め
に
弁

論
を
行
う
こ
と
が
で
き
、
憲
法
法
廷
の
弁
論
手
続
を
準
用
で
き
る
と
定

め
、
改
正
全
体
が
憲
法
法
廷
化
の
方
向
に
発
展
し
て
い
る
。
こ
の
発
展

の
方
向
は
司
法
院
が
前
に
提
出
し
た
憲
法
訴
訟
草
案
と
い
う
名
称
に
一

端
が
み
え
る
。
二
〇
一
三
年
公
布
の
司
法
院
大
法
官
審
理
案
件
法
の
改

正
草
案
は
、
す
で
に
も
と
の
名
称
に
変
え
て
は
い
る
が
、
憲
法
法
廷
化

の
方
向
に
改
正
し
て
い
る
。
第
三
条
第
一
項
は
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

｢

前
条
の
第
一
号
か
ら
第
五
号
の
事
件
は
、
大
法
官
が
憲
法
法
廷
を
組
織

し
こ
れ
を
審
理
す
る
。
第
六
号
の
事
件
は
、
大
法
官
は
統
一
解
釈
法
廷

を
組
織
し
こ
れ
を
審
理
す
る
。
本
法
の
法
廷
と
は
、
憲
法
法
廷
と
統
一

解
釈
法
廷
を
指
す
。｣

憲
法
自
体
は
大
法
官
が
会
議
の
方
式
で
憲
法
解
釈

権
を
行
使
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
は
定
め
て
お
ら
ず
、
も
し
こ
の
改

正
案
が
採
択
さ
れ
る
な
ら
、
大
法
官
は
将
来
憲
法
法
廷
の
組
織
方
式
で

の
み
職
権
を
行
使
す
る
こ
と
に
な
る
。

憲
法
第
八
二
条
は
司
法
院
の
組
織
は
法
律
を
も
っ
て
定
め
る
と
す
る

の
み
な
の
で
、
疑
問
が
生
じ
る
。
す
な
わ
ち
、
司
法
院
が
そ
の
権
限
を

行
使
す
る
手
続
法
規
は
組
織
法
と
と
も
に
立
法
院
が
定
め
る
の
か
？

｢

手
続
自
主
権

(

�)｣

の
問
題
に
つ
い
て
、
大
法
官
の
職
権
行
使
を
含
む
関
連

手
続
規
定
は
司
法
院
が
自
分
で
制
定
で
き
る
の
か

(

�)

？
大
法
官
の
職
権
の

行
使
手
続
に
関
し
て
、
最
も
早
く
は
第
一
期
の
大
法
官
会
議
が
中
華
民

国
三
七

(

一
九
四
八)

年
九
月
一
六
日
に
制
定
公
布
し
た
司
法
院
大
法

官
会
議
規
則
で
定
め
ら
れ
た
。
そ
の
後
中
央
政
府
が
台
湾
に
移
転
し
、

出
席
人
数
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
、
こ
の
規
則
は
中
華
民
国
の
四

一
年
四
月
一
四
日
、
一
度
改
正
さ
れ
た

(

�)

。
大
法
官
自
ら
が
手
続
を
定
め

て
も
論
争
が
な
か
っ
た
の
で
、
司
法
機
関
の

｢

手
続
自
主
権｣

あ
る
い

は

｢

司
法
の
自
治
原
則

(

�)｣

の
実
践
と
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
歴
史
的

台湾における違憲審査制度の発展
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転
換
が
釈
字
第
七
六
号
の
解
釈

｢

憲
法
上
の
地
位
と
職
権
の
性
質
に
つ

い
て
言
え
ば
、
国
民
大
会
、
立
法
院
、
監
察
院
は
共
に
民
主
国
家
の
国

会
に
相
当
す
る
。｣

よ
り
生
じ
た
。
公
布
の
後
、
立
法
院
は
、
中
華
民
国

四
六

(

一
九
五
七)

年
に
司
法
院
組
織
法
の
第
六
条
を
増
や
し
、
そ
の

第
一
項
が
大
法
官
の
憲
法
解
釈
の
出
席
と
表
決
の
基
準
を
大
き
く
高
め
、

第
二
項
も
ま
た

｢

大
法
官
会
議
が
べ
つ
に
こ
れ
を
定
め
る
。｣

と
し
た
。

中
華
民
国
の
四
七

(

一
九
五
八)

年
七
月
に
司
法
院
大
法
官
会
議
法
を

制
定
し
て
、
法
律
で
定
め
る
方
式
で
大
法
官
の
権
限
、
大
法
官
の
職
権

行
使
の
組
織
と
手
続
を
定
め
る
権
利
は
立
法
院
に
属
す
る
と
定
め
た
。

中
華
民
国
の
八
二

(

一
九
九
三)

年
二
月
三
日
、
二
回
目
の
憲
法
増
修

条
文
の
改
正
で
第
一
三
条
第
二
項
を
加
え
た
。
す
な
わ
ち
司
法
院
大
法

官
は
憲
法
法
廷
で
政
党
違
憲
事
項
を
審
理
す
る
規
定
、
及
び
司
法
院
組

織
法
改
正
後
の
第
三
条
と
第
六
条
に
よ
り
、
立
法
院
は
司
法
院
大
法
官

会
議
法
の
内
容
を
改
正
し
、
そ
の
名
称
を
司
法
院
大
法
官
審
理
案
件
法

と
改
め
た
。
現
在
大
法
官
は
こ
の
法
に
基
づ
い
て
職
権
を
行
使
し
て
い

る
。法

律
面
で
の
手
続
法
規
の
外
、
こ
れ
ま
で
も
と
の
司
法
院
大
法
官
会

議
法
の
授
権
に
基
づ
い
て
、
ま
た
は
司
法
院
大
法
官
審
理
案
件
法
の
授

権
に
基
づ
い
て
、
司
法
院
が
別
に
定
め
た
司
法
院
大
法
官
会
議
法
施
行

細
則
と
司
法
院
大
法
官
審
理
案
件
法
施
行
細
則
な
ど
も
、
大
法
官
の
職

権
行
使
の
補
充
規
定
で
あ
る
。
近
年
司
法
院
が
次
々
と
改
正
草
案
を
立

法
院
に
提
出
し
て
も

(

�)

、
今
ま
で
の
と
こ
ろ
実
質
的
な
審
査
手
続
に
は
進

ん
で
い
な
い
。
ま
と
め
て
言
う
と
、
少
く
と
も
形
式
面
で
は
、
最
初
の

一
〇
年
を
除
き
、
そ
の
後
の
五
〇
年
は
大
法
官
の
職
権
行
使
手
続
は
立

法
院
の
定
め
る
法
律
に
基
づ
き
、
司
法
院
の
定
め
る
施
行
細
則
は
補
充

的
地
位
に
あ
る
。
授
権
制
定
を
示
す
根
拠
は
前
述
の
法
律
で
あ
り
、
大

法
官
釈
字
第
五
三
〇
号
の
解
釈
が
示
し
た
、
司
法
院
が
裁
判
の
独
立
を

守
る
た
め
に
司
法
自
主
権
に
基
づ
い
て
も
つ
と
い
う
司
法
の
規
則
制
定

権
に
基
づ
い
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。

司
法
訴
訟
手
続
の
定
め
る
法
律
保
留
原
則
を
と
っ
た
と
し
て
も
、
憲

法
解
釈
の
面
で
は
、
立
法
者
が
手
続
法
を
作
る
こ
と
に
対
し
制
限
が
な

い
と
い
う
意
味
に
は
な
ら
な
い
。
中
華
民
国
の
四
七

(

一
九
五
八)

年

七
月
立
法
院
は
大
法
官
の
権
力
を
制
限
す
る
た
め
に
司
法
院
大
法
官
会

議
法
を
制
定
し
、
そ
の
う
ち
の
第
一
三
条
が
大
法
官
会
議
が
憲
法
の
解

釈
を
す
る
時
に
、
大
法
官
の
四
分
の
三
が
出
席
し
、
出
席
者
の
四
分
の

三
の
同
意
で
採
択
す
る
も
の
と
定
め
た
の
で
、
も
と
の
大
法
官
会
議
規

則
が
過
半
数
の
出
席
で
、
出
席
者
の
過
半
数
の
同
意
で
決
議
す
る
と
定

め
る
の
に
比
べ
制
限
が
高
く
な
っ
て
お
り
、
き
わ
め
て
不
合
理
な
制
限

で
、
そ
の
合
憲
性
に
大
き
な
疑
義
が
あ
る
。

重
要
な
の
は
司
法
院
、
大
法
官
が
手
続
自
主
権
が
あ
る
か
ど
う
か
で

翻 訳
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あ
る
。
と
こ
ろ
が
立
法
者
は
憲
法
解
釈
手
続
法
の
憲
法
上
の
限
界
と
大

法
官
手
続
の
自
主
範
囲
を
設
け
た
。
五
十
年
以
上
に
わ
た
り
、
大
法
官

の
憲
法
解
釈
の
お
も
な
根
拠
は
立
法
院
の
制
定
す
る
関
連
法
律
、
す
な

わ
ち
、
司
法
院
大
法
官
会
議
法
・
司
法
院
大
法
官
審
理
案
件
法
で
あ
っ

て
、
司
法
院
が
自
ら
検
討
し
採
択
し
た
手
続
規
則
で
は
な
い
と
は
い
え
、

否
定
で
き
な
い
の
は
、
関
係
す
る
手
続
法
律
の
遺
漏
と
疑
義
の
た
め
に
、

五
〇
年
に
わ
た
り
、
大
法
官
は
解
釈
を
通
し
て
多
く
の
手
続
法
の
性
質

を
も
つ
内
容
を
作
り
出
し
た
だ
け
で
な
く
、
司
法
院
釈
字
第
三
七
一
号

解
釈
の
中
で
大
法
官
審
理
案
件
法
第
五
条
第
二
項
と
第
三
項
は
違
憲
で

あ
り
適
用
で
き
な
い
と
宣
告
し
た
。
よ
っ
て
か
な
り
の
程
度
で
、
集
中

審
理
制
の
大
法
官
の
憲
法
解
釈
制
度
の
現
在
の
形
を
確
立
し
た
の
で
あ

る
。
司
法
院
が
こ
の
十
年
立
法
院
に
提
出
し
た
各
々
の
改
正
草
案
は
、

大
部
分
の
内
容
は
現
在
の
制
度
の
法
制
化
で
あ
り
、
変
更
で
は
な
か
っ

た
。

３

解
釈
の
側
面

五
十
年
以
上
継
続
し
て
、
立
法
院
に
よ
っ
て
憲
法
解
釈
権
行
使
の
手

続
を
決
定
す
る
や
り
方
は
、
す
で
に

｢

憲
政
慣
例｣

(

憲
法
慣
習
法)

と

な
っ
て
い
る
か
ど
う
か
に
か
か
わ
り
な
く
、
大
法
官
は
形
式
上
依
然
と

し
て
自
身
で
作
っ
た
手
続
を
遵
守
し
て
い
る
。
し
か
し
、
も
し
大
法
官

の
憲
法
解
釈
制
度
の
規
範
的
基
礎
を
完
全
に
把
握
し
よ
う
と
思
う
な
ら
、

焦
点
を
関
連
す
る
形
式
的
な
法
だ
け
に
置
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
り

わ
け
憲
法
解
釈
機
関
の
組
織
法
と
手
続
法
と
す
る
に
は
こ
の
よ
う
な
法

律
で
は
不
十
分
で
、
大
法
官
の
解
釈
の
効
力
に
一
言
も
触
れ
て
い
な
い

ば
か
り
か
、
憲
法
解
釈
の
申
請
手
続
要
件
の
規
定
に
対
し
て
も
粗
略
に

す
ぎ
る
の
で
あ
る
。
形
式
的
な
法
律
の
種
々
の
不
備
な
と
こ
ろ
に
対
し

て
、
大
法
官
は
規
則
制
定
の
方
式
で
補
充
し
な
か
っ
た
と
は
い
え

(

�)

、
実

質
上
は
多
く
の
憲
法
解
釈
を
な
す
機
会
を
通
じ
て
、
こ
の
不
備
に

｢

創

造
的
な
補
充｣

を
し
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
申
請
者
の
個
別
事
件
の
救

済
の
機
会
を
作
り
出
す
こ
と
、
人
民
の
憲
法
解
釈
を
申
請
す
る
審
査
の

対
象
を
拡
張
す
る
こ
と
、
大
法
官
の
解
釈
の
全
国
機
関
と
人
民
に
対
す

る
拘
束
力
を
表
明
す
る
こ
と
、
法
官
の
憲
法
解
釈
申
請
と
立
法
委
員
の

憲
法
解
釈
申
請
の
手
続
要
件
を
精
緻
化
す
る
こ
と
、
申
請
し
て
暫
定
的

処
分
を
す
る
手
続
的
な
権
利
を
作
り
出
す
こ
と
な
ど
で
、
時
に
は
形
式

的
法
律
と
の
決
裂
を
惜
し
ま
な
い
こ
と
さ
え
あ
っ
た
。
例
え
ば
釈
字
第

三
七
一
号
解
釈
の
中
で
は
次
の
よ
う
に
言
う
。｢

各
級
法
院
は
先
決
問
題

の
裁
定
の
た
め
訴
訟
手
続
を
停
止
し
、
並
び
に
客
観
的
に
法
律
が
違
憲

と
確
信
す
る
具
体
的
理
由
を
形
成
し
、
司
法
院
の
大
法
官
の
解
釈
を
申

請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
司
法
院
大
法
官
審
理
案
件
法
第
五
条
第
二
項
・

第
三
項
の
規
定
の
、
上
述
の
意
味
と
合
致
せ
ざ
る
部
分
は
、
適
用
を
停

台湾における違憲審査制度の発展
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止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い｣

と
い
う
見
解
は
、
も
う
一
つ
の
形
の

｢

手

続
自
主
権｣

で
あ
る
。
も
し
こ
れ
ら
の
解
釈
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
た
手

続
内
容
を
無
視
す
る
な
ら
、
大
法
官
の
憲
法
解
釈
制
度
の
全
体
を
理
解

す
る
の
は
難
し
い
。
こ
こ
か
ら
言
え
る
の
は
、
大
法
官
の
憲
法
解
釈
制

度
の
設
立
と
発
展
に
つ
い
て
は
、
大
法
官
の
解
釈
自
体
が
一
つ
一
つ
重

要
な
役
割
を
演
じ
、
大
法
官
の
解
釈
は
大
法
官
の
憲
法
解
釈
制
度
の
重

要
な
規
範
的
な
基
礎
と
な
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

憲
法
は
大
法
官
の
憲
法
解
釈
の
権
限
に
対
し
て
は
ド
イ
ツ
の
基
本
法

の
よ
う
な
列
挙
原
則

(E
num

erationsprinzip) (

�)

は
採
っ
て
お
ら
ず
、

憲
法
は
明
文
で
二
つ
の
状
況
を
挙
げ
る
の
み
で
あ
る
。
つ
ま
り
憲
法
を

解
釈
す
る
こ
と
と
、
法
律
と
憲
法
抵
触
の
疑
義
の
解
釈
で
あ
る
。
大
法

官
の
憲
法
解
釈
権
限
の
展
開
と
拡
張
は
、
主
と
し
て
法
令
の
規
定
に
基

づ
い
て
い
る

大
法
官
会
議
規
則
、
前
大
法
官
会
議
法
、
現
行
の
司

法
院
大
法
官
審
理
案
件
法
、
大
法
官
の
憲
法
解
釈
。
当
然
な
が
ら
、
憲

法
増
修
条
文
の
こ
れ
ま
で
の
制
定
の
中
で
、
大
法
官
は
、
憲
法
法
廷
を

組
織
し
て
政
党
違
憲
の
審
理
を
す
る
こ
と
と
総
統
・
副
総
統
の
弾
劾
事

件
を
審
理
す
る
権
限
を
得
た
。

ド
イ
ツ
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
と
異
な
る
点
は
他
に
も
あ
る
。
憲
法
自

身
は
明
文
で
一
般
法
院
の
個
別
事
件
に
伴
う
法
律
違
憲
を
審
理
す
る
権

限
を
排
除
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
違
憲
審
査
制
を
集
中
審
理
制
と
明
確
に

定
め
る
こ
と
も
し
て
い
な
い
。
し
か
し
大
法
官
は
こ
れ
ま
で
に
、
立
法

院
が
、
普
通
法
院
が
個
別
事
件
で
違
憲
法
律
の
適
用
を
拒
絶
す
る
権
限

を
も
つ
か
ど
う
か
に
対
し
て
憲
法
解
釈
を
申
請
し
た
こ
と
を
利
用
し
、

釈
字
第
三
七
一
号
解
釈
を
行
な
い
、
自
身
が
法
律
の
違
憲
審
査
権
を
独

占
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
解
釈
は
鉄
道
の
線
路
の

よ
う
に
、
憲
法
解
釈
制
度
を
集
中
審
理
制
の
レ
ー
ル
の
上
を
走
ら
せ
た
。

こ
の
路
線
の
選
択
は
疑
問
が
な
い
わ
け
で
は
な
く
、
少
数
の
学
者
は
憲

法
上
普
通
法
院
は
個
別
事
件
の
違
憲
審
査
権
を
も
つ
と
争
っ
て
い
る
も

の
の
、
実
務
上
一
貫
し
て
と
ら
れ
て
い
る
の
は
前
者
の
集
中
審
理
制
で

あ
る
。
現
在
な
お
立
法
で
は
司
法
院
大
法
官
審
理
案
件
法
の
改
正
案
が

採
択
さ
れ
て
は
い
な
い
も
の
の
、
同
様
の
憲
法
理
解
が
採
ら
れ
、
ド
イ

ツ
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
類
似
の
具
体
的
法
規
審
査
手
続

(konkrete

N
orm
enkontrolle)

を
移
植
し
た
の
で
、
普
通
法
院
の
法
官
が
法
律

の
違
憲
審
査
権
を
も
つ
こ
と
は
否
定
さ
れ
て
い
る
。

人
民
が
憲
法
解
釈
を
申
請
す
る
手
続
は
ド
イ
ツ
の
憲
法
訴
願

(V
erfassungsbeschw

erde)

に
似
て
は
い
る
が
、
違
憲
審
査
の
客

体
は
法
律
或
い
は
命
令
に
限
ら
れ
、
そ
う
で
な
く
た
と
え
命
令
の
概
念

が
大
法
官
の
解
釈
を
経
て
拡
張
さ
れ
た
と
し
て
も
、
依
然
と
し
て
各
種

の
公
権
力
行
使
の
形
式
を
含
む
に
は
不
十
分
で
、
且
つ
個
別
事
件
の
救

済
の
道
は
大
法
官
の
多
く
の
解
釈
に
よ
る
創
造
の
後
も
、
や
は
り
非
常
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に
遠
回
り
で
、
ま
た
大
法
官
の
解
釈
の
後
、
再
審
の
訴
え
を
提
起
す
る

か
非
常
上
訴
の
方
式
で
救
済
を
受
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
た
め
多
く

の
学
者
は
ド
イ
ツ
式
の
憲
法
訴
願
手
続
を
導
入
す
べ
き
か
ど
う
か
議
論

し
て
お
り
、
こ
の
テ
ー
マ
は
近
年
は
賛
成
・
反
対
双
方
の
白
熱
し
た
議

論
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
。
そ
の
背
後
の
思
考
は
大
法
官
の
憲
法
解
釈

の
機
能
の
限
界
に
関
わ
る
。
即
ち
い
っ
た
い
大
法
官
の
憲
法
解
釈
は
、

基
本
的
権
利
を
保
障
す
る
だ
け
な
の
か
、
さ
ら
に
規
範
秩
序
の
維
持
と

憲
法
の
継
続
的
創
造
な
の
か
。
し
か
し
こ
の
考
え
が
始
ま
る
と
、
議
論

は
終
わ
っ
て
し
ま
い
、
学
界
で
往
々
に
し
て
こ
れ
に
対
し
て
主
張
す
る

と
、
か
え
っ
て
憲
法
理
論
の
思
考
と
論
述
を
深
め
る
こ
と
を
や
め
て
し

ま
う
の
で
あ
る
。

釈
字
第
三
七
一
号
解
釈
の
起
こ
り
は
、
ま
さ
に
当
時
司
法
院
が
審
査

し
採
択
し
た
台
湾
高
等
法
院
と
台
湾
台
南
地
方
法
院
の
民
国
八
二
年
三

月
の
法
律
座
談
会
の
法
律
見
解
で
あ
り
、
そ
れ
は

｢

法
院
が
具
体
的
事

件
を
扱
う
時
は
、
関
連
法
律
が
憲
法
に
抵
触
す
る
か
ど
う
か
を
審
査
す

る
権
限
を
も
ち
、
も
し
法
律
が
憲
法
と
抵
触
す
る
の
で
無
効
と
考
え
る

時
は
、
そ
の
法
律
の
適
用
を
拒
絶
で
き
る
。｣

と
し
た
。
こ
の
座
談
会
の

見
解
は
立
法
院
に
疑
問
を
生
じ
さ
せ
た
の
だ
が
、
そ
れ
は
法
院
が
違
憲

の
法
律
に
対
し
て
適
用
を
拒
絶
す
る
こ
と
は
立
法
権
の
侵
害
で
は
な
い

か
と
疑
う
も
の
で
、
そ
の
た
め
に
憲
法
疑
義
の
解
釈
手
続
に
よ
っ
て
憲

法
解
釈
を
申
請
し
た
の
で
あ
る
。
大
法
官
は
こ
の
憲
法
解
釈
の
申
請
事

件
に
よ
り
、
釈
字
第
三
七
一
号
解
釈
を
行
な
い
、
全
国
機
関
と
人
民
を

拘
束
す
る
権
威
あ
る
解
釈
を
通
し
て
、
我
国
の
違
憲
審
査
制
度
を
集
中

審
理
制
に
向
か
わ
せ
た
。
大
法
官
の
論
証
は
法
官
は
法
に
よ
り
裁
判
を

行
な
う
と
い
う
憲
法
の
厳
命
か
ら
出
発
し
て
い
る
が
、
立
法
院
の
定
め

る
司
法
院
大
法
官
審
理
案
件
法
第
五
条
第
二
項
の
定
め
る
レ
ー
ル
に
は

沿
っ
て
お
り
、
実
質
上
立
法
者
が
す
で
に
選
ん
で
い
る
制
度

ド
イ

ツ
の
具
体
的
法
規
審
査
に
似
た
申
請
手
続

を
受
け
入
れ
て
い
る
の

で
、
申
請
主
体
の
範
囲
を
す
べ
て
の
法
官
に
拡
大
し
た
に
す
ぎ
な
い
。

大
法
官
の
引
用
す
る
憲
法
条
文
が
推
論
す
る
の
は
、
抽
象
的
憲
法
解

釈
権
と
法
律
の
憲
法
抵
触
疑
義
解
釈
権

(

抽
象
的
法
律
違
憲
審
査
権)

は
司
法
院
大
法
官
の
み
に
属
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
一
般
法
官
が
個
別

事
件
の
審
査
権
を
行
使
す
る
の
を
禁
止
す
る
と
推
論
す
る
の
で
は
な
い
。

憲
法
第
八
〇
条
が
、
法
官
は
法
律
に
基
づ
き
独
立
に
裁
判
す
る
義
務
を

も
つ
と
定
め
た
と
し
て
も
、
同
様
に
一
般
法
官
が
個
別
事
件
の
審
査
権

を
行
使
す
る
の
を
禁
止
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
大
法
官
が
憲
法
の
優

位
性
を
強
調
し
た
か
ら
に
は
、
法
官
は
優
先
的
に
憲
法
を
守
る
義
務
が

あ
り
、
第
八
〇
条
の

｢

法
律｣

は
広
義
に
解
釈
さ
れ
憲
法
を
中
に
含
む

の
で

(

�)
、
結
論
的
に
は
個
別
事
件
の
審
査
権
の
存
在
は
支
持
さ
れ
る
。
こ

の
よ
う
な
結
論
も
排
除
で
き
な
い
の
で
、
各
級
法
院
の
法
官
は
法
律
違
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憲
の
疑
義
あ
る
時
は
大
法
官
の
解
釈
を
申
請
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
に
論
証
で
き
る
の
は
、
憲
法
は
法
律
の
違
憲
審
査
に
対
し
て
は
、

二
本
立
て
を
と
り
、
大
法
官
の
み
の
も
つ
抽
象
的
審
査
権
の
外
、
一
般

法
官
の
個
別
事
件
の
審
査
権
が
あ
る
の
で
あ
る

(

�)

。

三

大
法
官
の
憲
法
解
釈
権
限

�

大
法
官
の
憲
法
解
釈
権
限
の
体
系

大
法
官
の
憲
法
解
釈
制
度
を
深
く
理
解
す
る
た
め
に
、
そ
の
憲
法
解

釈
権
限
の
発
展
と
そ
の
遭
遇
し
た
問
題
を
探
究
す
る
必
要
が
あ
る
。
憲

法
自
体
か
ら
は
大
法
官
の
憲
法
解
釈
の
権
限
を
完
全
に
理
解
す
る
こ
と

は
で
き
ず
、
同
時
に
規
範
的
な
大
法
官
の
職
権
行
使
の
関
連
法
と
大
法

官
の
解
釈
を
観
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

憲
法
第
七
九
条
第
二
項
に
よ
り
、
司
法
院
は
大
法
官
を
設
け
第
七
八

条
の
定
め
る
事
項
を
行
な
う

憲
法
の
解
釈
は
、
体
系
的
解
釈
に
よ

り
、
憲
法
本
文
の
そ
の
他
が
提
起
す
る
司
法
院
の
憲
法
解
釈
の
箇
所
も

ま
た
、
大
法
官
の
憲
法
解
釈
権
限
の
規
定
に
属
す
る
。
こ
れ
よ
り
確
定

で
き
る
の
は
以
下
の
命
題
で
あ
る
。
即
ち
、
大
法
官
は
憲
法
の
解
釈
権

を
も
ち
、
そ
の
憲
法
解
釈
権
は
第
一
七
一
条
第
二
項
の
法
律
が
憲
法
に

抵
触
す
る
疑
義
の
解
釈
を
含
ん
で
い
る
。
憲
法
の
本
文
は
ド
イ
ツ
の
基

本
法
第
九
三
条
の
規
定
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
権
限

(

機
関
紛
争
、
抽

象
的
規
範
審
査
、
連
邦
と
州
の
争
議
、
憲
法
訴
願
等
々
と
、
第
一
〇
〇

条
第
一
項
の
具
体
的
な
規
範
審
査

(

�))

を
一
つ
一
つ
列
挙
す
る
も
の
と
は

異
な
り
、
憲
法
の
本
文
に
基
づ
く
だ
け
で
は
、
大
法
官
の
憲
法
解
釈
権

の
具
体
的
内
容
は
知
る
こ
と
は
で
き
ず
、
憲
法
解
釈
を
申
請
す
る
手
続

類
型
と
手
続
要
件
も
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
状
況
は
憲
法
増
修

条
文
の
第
五
条
制
定
の
後
も
変
わ
っ
て
い
な
い
。
こ
の
第
五
条
の
第
四

項
は
次
の
よ
う
に
定
め
る
。｢

司
法
院
大
法
官
は
、
憲
法
第
七
八
条
の
規

定
に
よ
る
以
外
に
、
憲
法
法
廷
を
組
織
し
、
総
統
、
副
総
統
の
弾
劾
及

び
政
党
の
違
憲
に
よ
る
解
散
事
項
を
審
理
す
る
。｣

も
と
よ
り
憲
法
法
廷

の
審
理
事
件
の
新
手
続
を
増
や
し
は
し
た
が
、
第
七
八
条
の
憲
法
解
釈

権
の
内
容
に
つ
い
て
は
具
体
化
或
い
は
列
挙
は
し
て
い
な
い
。

憲
法
が
明
確
に
規
定
し
た
り
列
挙
し
た
り
し
な
い
か
ら
に
は
、
大
法

官
の
解
釈
権
限

(

及
び
い
わ
ゆ
る

｢

憲
法
解
釈
類
型｣)

は
そ
の
他
の
法

規
範
に
よ
っ
て
確
定
す
る
。
第
一
期
の
大
法
官
の
任
命
の
後
、
大
法
官

会
議
は
司
法
院
大
法
官
会
議
規
則
を
採
択
し
、
司
法
院
よ
り
公
布
施
行

し
た
の
だ
が
、
こ
の
手
続
規
則
は
大
法
官
の
憲
法
解
釈
権
限
に
対
し
て

先
駆
的
意
味
を
も
ち
、
同
時
に
ま
た
司
法
院
／
大
法
官
が
規
則
制
定
権

を
行
使
し
た
最
初
の
例
で
あ
る
。
こ
の
会
議
規
則
の
第
三
条
の
規
定
に
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基
づ
く
と
次
の
通
り
で
あ
る
。｢

中
央
或
い
は
地
方
機
関
は
、
職
権
上
憲

法
の
適
用
に
お
い
て
疑
義
が
生
じ
、
或
い
は
法
律
・
命
令
の
適
用
が
憲

法
に
抵
触
す
る
か
ど
う
か
の
疑
義
が
生
じ
た
時
、
解
釈
を
申
請
し
う
る

(

�)

。｣

こ
の
た
め
大
法
官
が
職
権
の
行
使
を
始
め
た
最
初
の
十
年
は
、
そ
の
憲

法
解
釈
の
権
限
の
内
容
は
憲
法
疑
義
の
解
釈
と
法
令
違
憲
の
審
査

(

抽

象
的
規
範
審
査)

の
二
つ
の
類
型
を
含
ん
で
い
た
。

そ
の
後
、
立
法
院
が
司
法
院
大
法
官
会
議
法
を
制
定
し
、
そ
の
第
四

条
第
一
項
が
次
の
よ
う
に
定
め
る
。｢

左
の
情
況
の
一
つ
が
あ
れ
ば
、
憲

法
の
解
釈
を
申
請
で
き
る
。
一
、
中
央
或
い
は
地
方
機
関
が
そ
の
職
権

行
使
に
お
い
て
憲
法
の
適
用
に
疑
義
が
生
じ
た
、
或
い
は
職
権
行
使
に

よ
り
そ
の
他
の
機
関
の
職
権
と
憲
法
適
用
の
争
い
を
生
じ
た
、
或
い
は

法
律
と
命
令
の
適
用
に
憲
法
抵
触
の
疑
義
が
生
じ
た
も
の
。
二
、
人
民

が
憲
法
上
保
障
さ
れ
た
権
利
に
お
い
て
不
法
な
侵
害
を
受
け
、
法
廷
手

続
に
基
づ
い
て
訴
訟
を
提
起
し
、
確
定
し
た
最
終
の
裁
判
所
の
適
用
す

る
法
律
或
い
は
命
令
に
対
し
て
憲
法
に
抵
触
す
る
と
い
う
疑
義
が
生
じ

た
も
の
。｣

一
面
で
は
大
法
官
の
憲
法
権
限
を
四
類
型
に
拡
大
し
て
い
る
。

即
ち
、
憲
法
疑
義
の
解
釈
、
憲
法
争
議
の
解
釈
、
法
令
の
違
憲
審
査

(

抽
象
的
規
範
審
査)

と
人
民
の
憲
法
解
釈
申
請
で
あ
る
。
も
う
一
面
で

は
、
同
司
法
院
大
法
官
会
議
法
の
第
四
条
第
二
項
が
次
の
よ
う
に
定
め

る
。｢

憲
法
の
解
釈
を
申
請
す
る
に
は
、
前
項
の
場
合
に
合
致
し
な
い
も

の
は
、
大
法
官
会
議
は
受
理
す
べ
き
で
な
い
。｣

大
法
官
の
憲
法
解
釈
の

権
限
に
対
し
て
は
列
挙
原
則
と
厳
格
な
法
律
保
留
の
原
則
を
採
っ
た
の

で
あ
る
。

憲
法
増
修
条
文
制
定
の
後
、
立
法
院
は
民
国
八
二

(

一
九
九
三)

年

二
月
三
日
に
司
法
院
大
法
官
会
議
法
を
改
正
し
、
名
称
を
司
法
院
大
法

官
審
理
案
件
法
と
改
め
、
も
と
の
第
四
条
の
規
定
を
そ
の
ま
ま
第
五
条

に
改
め
た
外
、
さ
ら
に
第
五
条
に
は
第
一
項
第
三
号
を
付
け
加
え
次
の

よ
う
に
定
め
た
。｢

三
、
立
法
委
員
の
現
在
の
総
数
の
三
分
の
一
以
上
の

申
請
に
よ
り
、
そ
の
職
権
行
使
に
つ
い
て
、
憲
法
適
用
に
疑
義
が
生
じ

た
、
或
い
は
法
律
適
用
に
憲
法
抵
触
の
疑
義
が
生
じ
た
も
の
。｣

及
び
同

第
五
条
第
二
項
は
次
の
よ
う
に
定
め
る
。｢

最
高
法
院
或
い
は
行
政
法
院

は
そ
の
受
理
事
件
に
つ
い
て
、
適
用
す
る
と
こ
ろ
の
法
律
或
い
は
命
令

に
対
し
て
、
憲
法
に
抵
触
す
る
疑
義
あ
る
と
確
信
す
る
時
、
裁
定
で
以

て
訴
訟
手
続
を
停
止
し
、
大
法
官
の
解
釈
を
申
請
し
う
る
。｣

憲
法
増
修

条
文
の
第
五
条
第
四
項
の
規
定
に
合
わ
せ
る
た
め
、
第
三
章

｢

政
党
違

憲
解
散
事
件
の
審
理｣

を
加
え
、
第
一
九
条
で

｢

憲
法
法
廷｣

を
設
け

政
党
違
憲
の
解
散
事
件
を
審
理
す
る
と
し
た
。
こ
の
た
め
、
大
法
官
の

憲
法
解
釈
権
限
は
六
類
型
に
増
え
た
。
即
ち
、
大
法
官
会
議
の
行
使
す

る
憲
法
疑
義
解
釈
、
憲
法
争
議
解
釈
、
法
令
違
憲
審
査

(

抽
象
的
規
範

審
査)

、
法
官
の
憲
法
解
釈
申
請

(

具
体
的
規
範
審
査)

、
人
民
の
憲
法

台湾における違憲審査制度の発展
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解
釈
申
請
、
そ
し
て
憲
法
法
廷
の
審
理
す
る
政
党
違
憲
の
解
散
事
件
で

あ
る
。
そ
の
中
の
憲
法
疑
義
解
釈
と
法
律
違
憲
審
査
に
関
し
て
、
立
法

委
員
の
総
数
三
分
の
一
以
上
で
申
請
が
で
き
る
手
続
を
増
や
し
た
。
憲

法
増
修
条
文
は
こ
の
後
何
度
も
改
正
さ
れ
、
憲
法
法
廷
の
も
う
一
つ
の

権
限
を
加
え
た
。
つ
ま
り

｢

総
統
・
副
総
統
の
弾
劾
事
件
の
審
理｣

で

あ
る
。
こ
の
一
九
九
三
年
に
修
正
・
採
択
さ
れ
た
審
理
案
件
法
は
こ
れ

に
と
も
な
っ
て
改
正
は
さ
れ
ず
、
最
新
の
改
正
草
案
は
現
在
も
ま
だ
立

法
院
で
採
択
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
た
め
大
法
官
の
憲
法
解
釈
の
権
限

と
手
続
に
つ
い
て
言
え
ば
、
形
式
法
律
の
側
面
で
は
明
ら
か
に
す
で
に

欠
点
が
あ
る
。

こ
の
外
、
地
方
制
度
が
自
治
法
規
・
自
治
事
項
の
議
決
と
処
理
に
対

し
て
憲
法
に
抵
触
す
る
か
ど
う
か
の
疑
義
が
生
じ
た
時
、
ま
た
司
法
院

の
解
釈
を
申
請
で
き
る
と
定
め

(

�)

、
こ
れ
は
ま
た
法
令
違
憲
審
査
権
の
類

型
に
属
す
る
。

法
律
に
よ
り
定
め
る
外
、
大
法
官
が
解
釈
を
通
し
て
造
る
或
い
は
創

造
す
る
憲
法
解
釈
権
限
の
類
型
が
あ
る
。
即
ち
、
憲
法

(

憲
法
増
修
条

文)

の
違
憲
審
査

(

�)

・
補
充
解
釈
と
暫
定
処
分

(

�)

で
あ
る
。
そ
の
中
で
、
憲

法
違
憲
審
査
は
規
範
審
査
の
類
型
に
属
す
る
。
補
充
解
釈
は
、
こ
れ
を

厳
格
に
言
う
と
、
憲
法
に
対
し
て
の
み
解
釈
す
る
の
で
は
な
く
、
統
一

解
釈
に
対
し
て
も
補
充
解
釈
の
可
能
性
が
あ
る
の
で
あ
る
。
暫
定
処
分

は
暫
時
定
め
た
状
態
の
保
全
処
分
で
あ
り
、
独
立
し
た
憲
法
解
釈
類
型

で
は
な
く
、
憲
法
疑
義
或
い
は
規
範
審
査
に
付
随
す
る
保
全
処
分
で
あ

る
。
こ
の
外
、
釈
字
第
三
七
一
号
解
釈
は
司
法
院
大
法
官
審
理
案
件
法

の
第
五
条
第
二
項
部
分
の
違
憲
を
宣
告
し
た
。
こ
の
た
め
法
官
の
憲
法

解
釈
申
請
手
続
は
、
釈
字
第
三
七
一
号
解
釈
の
関
連
内
容
で
補
充
せ
ね

ば
な
ら
ず
、
申
請
主
体
は
も
と
も
と
定
め
て
い
た
最
高
法
院
と
行
政
法

院
よ
り
拡
張
し
て
各
級
法
院
の
法
官
と
な
る
。

も
し
大
法
官
の
憲
法
解
釈
権
限
の
類
型
を
さ
ら
に
体
系
化
す
る
と
、

大
体
以
下
の
六
類
型
と
な
る
。
憲
法
疑
義
解
釈
、
憲
法
争
議
解
釈
、
規

範
審
査
、
補
充
解
釈
、
総
統
・
副
総
統
の
弾
劾
事
件
と
政
党
違
憲
の
解

散
事
件
の
審
理
で
あ
る
。
そ
の
中
で
規
範
審
査
は
次
の
三
つ
の
類
型
を

含
み
、
審
査
客
体
が
、
憲
法
増
修
条
文
、
法
律
、
命
令
と
な
る
。

上
述
の
大
法
官
の
憲
法
解
釈
権
限
は
、
一
つ
の
角
度
か
ら
の
説
明
は

権
限
に
つ
い
て
で
あ
り
、
も
う
一
つ
の
角
度
か
ら
の
説
明
は
憲
法
解
釈

申
請
手
続
に
つ
い
て
で
あ
る
。
申
請
手
続
に
つ
い
て
言
え
ば
、
憲
法
疑

義
解
釈
は
二
つ
の
申
請
手
続
き
を
含
む
。
即
ち
、
中
央
或
い
は
地
方
機

関
を
申
請
の
主
体
と
な
す
も
の
と
、
及
び
立
法
委
員
の
総
数
の
三
分
の

一
以
上
を
申
請
の
主
体
と
す
る
手
続
で
あ
る
。
規
範
審
査
は
多
く
の
申

請
手
続
を
含
ん
で
い
る
。
即
ち
、
中
央
或
い
は
地
方
機
関
を
申
請
の
主

体
と
な
す
手
続
、
人
民
・
法
人
或
い
は
政
党
を
申
請
の
主
体
と
な
す
手
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続
、
立
法
委
員
の
総
数
の
三
分
の
一
以
上
を
申
請
主
体
と
な
す
手
続
そ

し
て
各
級
法
院
の
法
官
を
申
請
の
主
体
と
な
す
手
続
で
あ
る
。
そ
の
申

請
要
件
は
各
々
異
な
り
、
大
法
官
が
個
別
の
解
釈
の
中
で
こ
れ
ら
の
申

請
要
件
を
補
充
或
い
は
精
緻
化
す
る
可
能
性
が
あ
る
た
め
、
そ
の
内
容

は
大
法
官
審
理
案
件
法
第
五
条
の
簡
単
な
書
き
方
で
は
も
は
や
十
分
で

は
な
い

(

�)

。

個
別
の
憲
法
解
釈
の
申
請
手
続
の
要
件
の
発
展
と
精
緻
化
は
、
憲
法

訴
訟
法
の
重
要
テ
ー
マ
で
あ
る
と
し
て
も
、
本
節
の
焦
点
は
大
法
官
の

憲
法
解
釈
権
限
の
発
展
と
そ
の
問
題
に
あ
る
の
で
、
そ
こ
で
以
下
で
は

個
別
の
権
限
の
中
で
か
な
り
疑
義
の
あ
る
点
に
つ
い
て
議
論
を
提
起
す

る
。
そ
の
中
で
、
憲
法
争
議
の
解
釈
は
し
ば
し
ば
ド
イ
ツ
の
機
関
争
議

手
続
と
類
似
と
見
ら
れ
る
が
、
し
か
し
実
務
上
で
は
機
関
争
議
手
続
に

比
べ
範
囲
が
広
い
。
憲
法
疑
義
解
釈
は
、
憲
法
施
行
の
当
初
は
重
要
な

役
割
を
果
た
し
た
権
限
で
は
あ
る
が
、
近
年
は
多
く
の
学
界
の
声
は
廃

止
す
べ
し
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
人
民
の
憲
法
解
釈
申
請
手
続
に
つ
い

て
は
、
違
憲
審
査
申
請
の
対
象
は
も
と
も
と
法
律
と
命
令
に
限
ら
れ
て

お
り
、
大
法
官
が
過
去
の
解
釈
の
中
で
申
請
者
に
個
別
事
件
の
救
済
の

権
利
を
与
え
、
命
令
の
意
味
及
び
行
政
機
関
の
公
文
書
の
解
釈
や
最
高

法
院
或
い
は
行
政
法
院
の
判
例
・
決
議
に
ま
で
拡
張
し
、
甚
し
い
例
外

と
し
て
判
決
に
対
し
て
ま
で
違
憲
審
査
を
行
な
っ
た
の
で
は
あ
る
が
、

し
か
し
し
ば
し
ば
人
民
の
基
本
権
の
保
障
に
つ
い
て
は
な
お
不
十
分
で

あ
る
と
み
ら
れ
、
こ
の
た
め
い
か
に
し
て
改
善
す
る
か
の
議
論
を
引
き

起
こ
し
た

(

�)

。
学
者
の
主
張
が
審
査
客
体
を
判
決
に
ま
で
拡
張
す
る
も
の

さ
え
あ
り
、
ド
イ
ツ
の
裁
判
の
憲
法
訴
願
手
続
を
取
り
入
れ
る
こ
と
に

な
っ
た

(

�)

。

憲
法
争
議
の
解
釈
に
関
し
て
は
、
現
行
の
司
法
院
大
法
官
審
理
案
件

法
第
五
条
第
一
項
第
一
号
が
次
の
よ
う
に
定
め
る
。｢

中
央
或
い
は
地
方

機
関
が
…
…
職
権
行
使
に
よ
り
そ
の
他
の
機
関
の
職
権
と
、
憲
法
適
用

の
争
い
を
生
じ
た｣

、
こ
れ
が
一
般
に
言
う
憲
法
争
議
の
解
釈
手
続
で
あ

る
。
そ
の
文
義
に
つ
い
て
言
え
ば
、
憲
法
争
議
の
解
釈
は
統
一
解
釈
の

類
型
で
あ
り
、
一
般
法
令
の
統
一
解
釈
と
異
な
る
も
の
で
、
こ
の
種
の

権
限
が
及
ぶ
も
の
は
憲
法
統
一
解
釈
で

(

�)

、
学
界
が
し
ば
し
ば
こ
れ
と
並

べ
て
論
ず
る
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
機
関
争
議
手
続
と
は
類
似
す

る
も
の
で
は
な
い

(

�)

。
大
法
官
の
憲
法
解
釈
の
実
務
の
中
の
憲
法
争
議
の

解
釈
に
は
、
も
ち
ろ
ん
憲
法
統
一
解
釈
或
い
は
機
関
争
議
と
い
う
二
つ

の
型
が
い
ず
れ
も
存
在
す
る
。
司
法
院
大
法
官
審
理
案
件
法
改
正
草
案

第
六
六
条
第
一
号
は
次
の
よ
う
に
定
め
る
。｢

国
家
最
高
機
関
が
、
職
権

の
行
使
に
よ
り
、
そ
の
他
の
国
家
最
高
機
関
と
憲
法
上
の
権
限
の
争
い

を
生
じ
た
、
或
い
は
そ
の
他
の
憲
法
適
用
上
の
争
い
を
生
じ
た
な
ら
、

憲
法
法
廷
で
機
関
争
議
の
判
決
を
な
す
こ
と
を
申
請
し
う
る
。｣

つ
ま
り
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現
行
の
憲
法
解
釈
実
務
を
憲
法
争
議
解
釈
の
形
に
拡
張
し
て
条
文
化
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

大
法
官
の
各
憲
法
解
釈
権
限
は
、
い
ず
れ
も
深
く
検
討
す
る
に
値
す

る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
紙
幅
に
限
り
が
あ
る
の
で
、
本
稿
で
は
以
下

の
二
つ
の
権
限
に
つ
い
て
の
み
論
ず
る
。
な
ぜ
な
ら
憲
法
疑
義
の
解
釈

の
廃
止
は
も
ち
ろ
ん
、
憲
法
訴
願
手
続
を
導
入
す
る
こ
と
も
、
い
ず
れ

も
現
在
の
憲
法
解
釈
制
度
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
か
ら
で
あ
る
。
有

り
体
に
言
え
ば
、
憲
法
疑
義
の
解
釈
は
比
較
憲
法
上
は
本
来
稀
で
あ
り
、

批
判
者
が
多
く
、
支
持
者
は
少
な
い
の
で
は
あ
る
が
、
台
湾
の
憲
法
解

釈
制
度
の
一
大
特
色
で
あ
り
、
且
つ
台
湾
の
憲
政
制
度
の
流
れ
の
下
で
、

独
特
の
機
能
を
も
ち
、
存
廃
の
有
無
は
明
ら
か
に
憲
法
解
釈
制
度
の
全

体
に
影
響
を
与
え
よ
う
。
人
民
の
憲
法
解
釈
申
請
の
改
革
問
題
は
、
大

法
官
の
権
限
或
い
は
手
続
に
関
連
す
る
議
論
の
中
で
も
議
論
の
白
熱
す

る
と
こ
ろ
で
、
こ
の
手
続
は
主
観
或
い
は
客
観
手
続
に
属
す
る
か
の
議

論
に
関
わ
る
の
み
な
ら
ず
、
大
法
官
の
発
展
さ
せ
た
遠
回
り
な
権
利
救

済
方
式
に
も
関
わ
り
、
そ
し
て
大
法
官
の
解
釈
と
人
権
保
障
の
関
連
性

に
も
関
わ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
比
較
憲
法
上
我
国
と
ド
イ
ツ
の

類
似
制
度
の
接
近
性
は
、
将
来
ド
イ
ツ
式
の
憲
法
訴
願
を
採
用
す
る
と

す
る
な
ら
、
ド
イ
ツ
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
直
面
し
て
い
る
多
く
の
難

題
等
と
類
似
の
問
題
に
出
会
う
こ
と
に
な
る
の
か
ど
う
か
、
憲
法
訴
願

制
度
の
ド
イ
ツ
の
憲
法
訴
訟
制
度
に
お
け
る
重
要
性
を
見
る
こ
と
が
、

こ
の
問
題
の
重
要
性
を
逆
か
ら
証
明
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

�

憲
法
疑
義
解
釈
の
存
廃
問
題

現
行
の
司
法
院
大
法
官
審
理
案
件
法
第
五
条
第
一
項
第
一
号
が
定
め

る
の
は
次
の
通
り
で
あ
る
。｢

中
央
或
い
は
地
方
機
関
が
そ
の
職
権
行
使

に
お
い
て
憲
法
適
用
に
疑
義
が
生
ず
る｣

及
び
第
三
号
が
定
め
る
の
は

次
の
通
り
で
あ
る
。｢

立
法
委
員
の
現
総
数
の
三
分
の
一
以
上
の
申
請
に

よ
り
、
そ
の
職
権
行
使
に
つ
い
て
、
憲
法
適
用
に
疑
義
が
生
ず
る｣

、
こ

れ
ら
が
一
般
に
類
別
上
憲
法
疑
義
の
解
釈
手
続
に
属
す
る
。
こ
の
よ
う

な
憲
法
解
釈
類
型
は
、
憲
法
施
行
の
当
初
に
は
大
法
官
の
憲
法
解
釈
権

限
の
二
類
型
の
一
つ
で
、
憲
法
施
行
当
初
各
界
が
憲
法
規
範
の
意
義
を

は
っ
き
り
把
握
し
が
た
い
状
況
の
下
で
は
、
大
法
官
に
よ
り
各
機
関
が

憲
法
の
意
味
を
確
定
す
る
こ
と
を
助
け
る
と
い
う
実
際
上
の
効
用
が
あ
っ

た
。
し
か
し
六
十
余
年
を
経
過
し
た
後
、
現
在
そ
の
存
在
の
必
要
性
と

正
当
性
が
、
学
者
か
ら
疑
問
視
さ
れ
て
い
る

(

�)

。
二
〇
一
三
年
公
布
の
最

新
の
司
法
院
大
法
官
審
理
案
件
法
の
改
正
草
案
か
ら
は
す
で
に
削
除
さ

れ
て
さ
え
い
る
の
で
あ
る
。

違
憲
審
査
制
度
の
角
度
か
ら
始
め
る
と
、
争
訟
性
を
欠
く
抽
象
解
釈

翻 訳
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権
の
存
在
は
明
ら
か
に
な
じ
み
に
く
い
が
、
し
か
し
憲
法
第
七
八
条
の

｢
司
法
院
が
憲
法
を
解
釈
す
る｣

の
概
念
は
憲
法
第
一
七
一
条
の

｢

法
律

が
憲
法
に
抵
触
す
る
疑
義
の
審
査｣

に
比
べ
る
と
広
い
の
で
あ
る
。
後

者
で
前
者
の
基
準
を
判
断
で
き
る
か
ど
う
か
は
、
議
論
の
余
地
は
な
い
。

こ
の
外
、
制
度
沿
革
史
か
ら
み
る
と
、
憲
法
施
行
前
の
司
法
院
と
そ
の

前
身
の
大
理
院
の
も
っ
た
法
令
統
一
解
釈
権
は
、
抽
象
的
解
釈
権
に
属

し
、
こ
の
た
め
抽
象
的
な
法
規
範
の
疑
義
に
対
し
て
解
釈
を
し
て
き
た

の
で
、
少
く
と
も
法
制
上
は
見
知
ら
ぬ
も
の
で
は
な
い
。

憲
法
疑
義
の
解
釈
に
対
す
る
か
な
り
有
力
な
疑
問
は
、
司
法
権
の
本

質
に
合
致
す
る
か
ど
う
か
の
考
察
で
あ
る
。
結
局
大
法
官
は
司
法
機
関

で
あ
り
、
司
法
機
関
は
裁
判
を
そ
の
中
心
的
仕
事
と
す
る
の
で
、
こ
の

た
め
受
理
事
件
は
一
般
的
に
言
っ
て
み
な
争
訟
性
を
も
っ
て
い
る
の
で
、

真
の
憲
法
疑
義
解
釈
は
個
別
事
件
性
を
必
ず
し
も
具
え
な
い
わ
け
で
は

な
い
。
な
ぜ
な
ら
申
請
の
要
件
は
職
権
行
使
が
憲
法
適
用
に
疑
義
を
生

じ
、
憲
法
疑
義
解
釈
は
抽
象
解
釈
と
い
え
ど
、
や
は
り
個
別
事
件
と
の

関
連
性
を
も
つ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
た
め
重
点
は
訴
訟
事
件
と
し
て
の

特
徴
で
あ
る
争
訟
性
を
欠
く
か
ど
う
か
に
あ
り
、
も
し
大
法
官
の
組
織

方
式
が
裁
判
機
関
化
に
向
か
う
の
な
ら
、
憲
法
疑
義
解
釈
は
そ
の
権
限

の
適
合
性
と
し
て
か
な
り
問
題
を
生
ず
る
で
あ
ろ
う
。

�

人
民
の
憲
法
解
釈
申
請
手
続
の
拡
張

人
民
の
憲
法
解
釈
の
申
請
手
続
は
、
司
法
院
大
法
官
審
理
案
件
法
第

五
条
第
一
項
第
二
号
が
次
の
よ
う
に
定
め
る
。｢

人
民
、
法
人
或
い
は
政

党
が
そ
の
憲
法
上
保
障
さ
れ
る
権
利
に
つ
い
て
、
不
法
な
侵
害
を
受
け
、

法
定
の
手
続
に
よ
り
訴
訟
を
提
起
し
、
確
定
し
た
終
局
裁
判
所
の
適
用

す
る
法
律
或
い
は
命
令
に
対
し
て
憲
法
に
抵
触
す
る
と
の
疑
義
が
生
じ

た
も
の
。｣

こ
の
よ
う
な
手
続
は
一
体
客
観
訴
訟
類
似
の
規
範
審
査
に
属
す
る
の

か
、
或
い
は
主
観
訴
訟
の
憲
法
訴
願
に
属
す
る
の
か
。
学
界
に
は
常
に

異
な
る
考
え
方
が
あ
る
。

厳
格
に
言
え
ば
、
人
民
の
憲
法
解
釈
申
請
手
続
と
ド
イ
ツ
の
憲
法
訴

願
手
続

(V
erfassungsbeschw

erde) (

�)

は
全
く
同
じ
と
い
う
わ
け
で

は
な
い

(

�)

。
人
民
の
憲
法
解
釈
申
請
は
人
民
を
申
請
人
と
し
、
且
つ
基
本

権
が
不
法
な
侵
害
を
受
け
た
こ
と
を
も
っ
て
提
起
の
理
由
と
は
す
る
が
、

し
か
し
真
の
主
観

(

訴
訟)

手
続
で
あ
る
と
主
張
す
る
の
は
難
し
く
、

主
た
る
理
由
は
、
違
憲
審
査
を
申
請
す
る
客
体
は
確
定
終
局
裁
判
所
が

適
用
す
る
法
律
或
い
は
命
令
で
あ
り
、
確
定
終
局
裁
判
自
体
を
含
む
も

の
で
は
な
い
こ
と
に
あ
る
。
形
式
上
は
法
規
自
体
の
違
憲
審
査
で
あ
り
、

台湾における違憲審査制度の発展
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法
規
適
用
の
違
憲
審
査
で
は
な
く
、
審
査
の
結
論
は
法
律
或
い
は
命
令

の
違
憲
か
違
憲
で
な
い
か
と
い
う
こ
と
と
失
効
か
失
効
で
な
い
か
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
違
憲
判
決
或
い
は
違
憲
の
行
政
処
分
の
確
認
と
無
効

の
宣
告
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
外
、
関
連
条
文
は
内
容
に
権
利
救

済
の
規
定
を
欠
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
合
憲
秩
序
の
維
持
を
目
的
と

す
る
客
観

(

訴
訟)
秩
序
に
か
な
り
接
近
す
る
。
ド
イ
ツ
の
憲
法
訴
願

手
続
は
主
観
・
客
観
訴
訟
の
性
質
を
兼
ね
具
え
て
お
り
、
と
り
わ
け
あ

ら
ゆ
る
国
家
権
力
の
行
使
を
違
憲
審
査
の
客
体
と
し
、
そ
こ
に
は
法
律
、

行
政
命
令
、
行
政
処
分
、
司
法
裁
判
を
含
み
、
こ
の
た
め
両
者
は
同
じ

も
の
と
み
る
こ
と
は
難
し
い
。

こ
の
外
、
ド
イ
ツ
の
裁
判
の
憲
法
訴
願
は
個
別
事
件
に
対
し
て
原
判

決
を
破
棄
す
る
こ
と
が
で
き
、
権
利
を
直
接
的
に
救
済
さ
せ
う
る

(

�)

。
台

湾
で
は
、
人
民
が
憲
法
解
釈
の
申
請
の
結
果
勝
訴
し
、
指
摘
さ
れ
た
法

律
と
命
令
が
違
憲
と
宣
告
さ
れ
た
と
し
て
も
、
申
請
者
は
か
な
り
遠
回

り
な
方
式
を
通
じ
て
そ
の
権
利
を
救
済
す
る
の
み
で
あ
る
。
釈
字
第
一

七
七
号
の
解
釈
は
、
大
法
官
の
解
釈
が
申
請
人
の
申
請
に
基
づ
く
事
件

に
対
し
て
、
効
力
を
も
つ
と
認
定
し
て
い
る
。
釈
字
一
八
五
号
解
釈
は

さ
ら
に
、
確
定
終
局
裁
判
所
の
適
用
す
る
法
律
或
い
は
命
令
、
或
い
は

適
用
法
律
・
命
令
が
表
わ
す
見
解
が
、
司
法
院
が
人
民
の
解
釈
申
請
に

よ
り
憲
法
の
趣
旨
に
合
致
し
な
い
と
認
め
る
時
、
確
定
終
局
裁
判
を
受

け
入
れ
な
い
も
の
は
、
こ
の
解
釈
を
再
審
或
い
は
非
常
上
訴
の
理
由
と

で
き
る
、
と
認
定
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
申
請
者
は
個
別
事
件
の
救
済

を
望
む
な
ら
、
大
法
官
の
解
釈
公
布
後
、
再
審
の
訴
え
を
提
起
す
る
か

或
い
は
非
常
上
訴
を
申
請
す
る
か
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
大
法
官
の
現
行
制

度
の
下
で
は
直
接
に
は
原
判
決
を
破
棄
で
き
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
大
法
官
は
多
く
の
解
釈
の
中
で
、
審
査
対
象
の
範

囲
を
拡
大
す
る
外
、
遠
回
り
な
方
式
で
人
民
の
個
別
事
件
の
救
済
の
可

能
性
を
打
開
し
て
い
る
の
で
、
今
日
と
な
っ
て
、
人
民
の
憲
法
解
釈
の

申
請
は
純
粋
な
客
観
手
続
だ
と
主
張
す
る
こ
と
は
ま
た
難
し
い
の
で
あ

る
。
学
者
の
中
に
は
、
我
国
の
人
民
の
憲
法
解
釈
の
申
請
は
ド
イ
ツ
の

法
規
の
憲
法
訴
願

(R
echtssatzverfassungsbeschw

erde)

と
類

似
す
る
と
考
え
る
も
の
が
い
る
。
も
と
も
と
は
ド
イ
ツ
の
裁
判
の
憲
法

訴
願

(U
rteilsverfassungsbeschw

erde)

手
続
と
は
類
似
し
な
い

の
だ
が
、
判
例
・
決
議
と
事
案
を
審
査
の
客
体
と
す
る
こ
と
を
導
入
し

た
後
は
、
す
で
に
一
種
の
抽
象
的
な
法
院
見
解
の
違
憲
審
査
制
を
形
成

し
て
い
る
の
で
、
そ
の
た
め
一
種
の
折
衷
制
的
な
判
決
憲
法
訴
願
手
続

と
呼
び
う
る
も
の
が
あ
る
と
い
う
の
が

(

�)

、
ま
た
そ
の
根
拠
で
あ
る
。

台
湾
が
正
式
に
ド
イ
ツ
の
憲
法
訴
願
制
度
を
導
入
す
る
か
ど
う
か
、

と
り
わ
け
裁
判
の
憲
法
訴
願
を
導
入
す
る
か
ど
う
か
は
、
学
界
は
こ
れ

ま
で
多
く
の
議
論
を
し
て
き
た
が

(

�)

、
し
か
し
、
も
し
大
法
官
が
す
で
に

翻 訳
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か
な
り
複
雑
な
論
証
方
式
を
通
じ
て
、
台
湾
式
の
裁
判
の
憲
法
訴
願
を

発
展
さ
せ
、
部
分
的
に
人
民
の
基
本
権
の
保
障
を
強
化
し
て
い
る
の
で

あ
る
な
ら
、
ド
イ
ツ
式
の
裁
判
の
憲
法
訴
願
制
度
を
導
入
す
る
要
求
に

影
響
し
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
？

憲
法
政
策
と
法
律
政
策
問
題
の
制
度
選
択
問
題
に
及
ん
だ
か
ら
に
は
、

一
種
の
新
し
い
手
続
類
型
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
即
ち
、
フ
ラ
ン

ス
の
二
〇
〇
八
年
の
憲
法
改
正
の
時
に
憲
法
委
員
会
に
新
た
に
加
え
ら

れ
た
権
限
は
、
違
憲
審
査
の
範
囲
を
拡
大
し
て
す
で
に
公
布
さ
れ
効
力

が
生
じ
て
い
る
法
律
を
含
め
た
だ
け
で
は
な
く
、
手
続
上
も
、
訴
訟
当

事
者
は
訴
訟
係
属
中
も
、
法
律
が
憲
法
の
保
障
す
る
権
利
と
自
由
を
侵

害
す
る
こ
と
に
対
し
て
い
わ
ゆ
る
合
憲
性
の
優
先
問
題
を
提
起
し
た
。

審
理
を
す
る
法
院
か
ら
最
高
法
院
或
い
は
最
高
行
政
法
院
へ
と
移
送
し
、

こ
の
管
轄
法
院
の
決
定
が
憲
法
委
員
会
に
移
さ
れ
違
憲
審
査
を
進
め
る

こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
で
あ
る

(

�)

。
こ
の
新
し
く
設
け
ら
れ
た
人
民
の

憲
法
解
釈
の
申
請
と
法
官
の
憲
法
解
釈
申
請

(

或
い
は
憲
法
訴
願
と
具

体
的
法
規
審
査)

を
結
合
さ
せ
る
巧
み
な
手
続
は
、
ド
イ
ツ
の
憲
法
訴

願
制
度
の
も
た
ら
す
欠
点
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
り
わ
け
憲

法
裁
判
権
と
一
般
の
裁
判
権
の
緊
張
関
係
は
、
基
本
権
の
救
済
に
つ
い

て
言
え
ば
、
即
時
対
応
の
効
果
が
あ
り
、
一
つ
の
将
来
性
を
具
え
た
新

し
い
発
明
で
あ
る
。
司
法
院
は
二
〇
一
三
年
一
月
公
布
の
司
法
院
大
法

官
審
理
案
件
法
の
改
正
草
案
の
中
で
、
第
三
章
第
三
節

｢

人
民
、
法
人
、

政
党
は
法
規
範
の
違
憲
審
査
を
申
請
す
る｣

と
い
う
も
と
も
と
の
人
民

の
憲
法
解
釈
申
請
手
続
の
外

(

第
六
一
条)

、
第
六
二
条
を
付
け
加
え
、

そ
の
第
一
項
が
次
の
よ
う
に
定
め
る
。｢

人
民
、
法
人
、
或
い
は
政
党
は

当
事
者
と
な
る
訴
訟
事
件
或
い
は
非
訟
事
件
に
つ
い
て
、
裁
判
所
の
適

用
す
る
法
律
レ
ベ
ル
の
法
規
範
が
憲
法
に
抵
触
す
る
と
考
え
る
な
ら
、

法
院
の
審
理
手
続
に
お
い
て
、
憲
法
法
廷
に
違
憲
判
決
を
申
請
す
る
書

状
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
法
院
が
そ
の
主
張
に
相
当
の
理
由
が

あ
る
と
考
え
る
時
は
、
憲
法
法
廷
に
送
る
べ
き
で
あ
る
。｣

こ
の
新
た
に

加
え
た
手
続
は
フ
ラ
ン
ス
の
二
〇
〇
八
年
の
憲
法
改
正
で
加
え
た
違
憲

審
査
手
続
に
か
な
り
類
似
し
て
い
る
。

四

結
論

大
法
官
の
憲
法
解
釈
制
度
は
中
華
民
国
憲
法
制
定
時
に
誕
生
し
た
が
、

一
つ
の
簡
潔
で
具
体
化
の
待
た
れ
る
憲
法
の
規
定
は
、
司
法
院
組
織
法

の
憲
法
制
定
前
後
の
重
大
な
転
換
に
よ
り
、
か
な
り
の
程
度
で
憲
法
制

定
当
時
に
す
で
に
存
在
し
た
制
度
枠
組
み
に
制
限
を
受
け
た
の
で
あ
り
、

憲
法
起
草
者
の
司
法
理
念
に
隨
っ
て
突
破
口
的
な
方
向
を
開
く
こ
と
が

で
き
た
の
で
は
な
い
。
ア
メ
リ
カ
式
の
司
法
制
度
と
司
法
審
査
制
度
が
、

台湾における違憲審査制度の発展
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憲
法
制
定
者
の
も
と
も
と
の
意
図
を
回
顧
す
る
議
論
の
中
で
、
重
大
な

歴
史
的
意
味
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
順
調
に
職
権
を
行
使

す
る
た
め
に
、
大
法
官
会
議
は
一
九
四
八
年
に
司
法
院
大
法
官
会
議
規

則
を
制
定
し
、
大
法
官
の
職
権
・
組
織
と
手
続
を
ま
ず
確
定
し
た
。
ま

た
未
来
の
発
展
の
た
め
に
一
つ
の
制
度
的
枠
組
み
を
作
っ
た
。
こ
れ
ら

の
条
件
の
作
用
と
影
響
力
が
、
五
十
年
余
り
の
後
回
顧
を
す
る
時
に
、

は
っ
き
り
と
形
を
表
わ
し
た
。

憲
法
施
行
の
当
初
は
、
中
華
民
国
は
内
戦
に
陥
り
、
一
九
四
九
年
の

後
は
、
大
法
官
の
憲
法
解
釈
制
度
は
中
華
民
国
政
府
の
体
制
が
台
湾
に

移
転
す
る
の
に
伴
い
、
六
十
年
以
上
台
湾
に
の
み
適
用
さ
れ
る
憲
政
秩

序
で
あ
っ
た

(

�)

。
立
法
院
は
一
九
五
七
年
に
釈
字
第
七
六
号
解
釈
に
対
応

し
報
い
る
た
め
に
、
司
法
院
大
法
官
会
議
法
を
制
定
し
、
既
存
の
制
度

枠
組
み
の
中
で
、
一
面
で
は
大
幅
に
出
席
人
数
と
可
決
人
数
の
基
準
を

高
め
、
も
う
一
面
で
は
列
挙
原
則
を
明
定
す
る
条
件
の
下
で
、
憲
法
解

釈
の
申
請
手
続
の
類
型
を
拡
張
し
た
。
こ
の
こ
と
は
台
湾
の
大
法
官
の

憲
法
解
釈
制
度
と
ド
イ
ツ
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
制
度
を
、
少
く
と
も

手
続
類
型
の
上
で
は
あ
る
種
の
制
度
的
類
似
性
を
も
つ
こ
と
を
始
め
さ

せ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
制
度
的
類
似
性
は
当
然
な
が
ら
ま
た
差

異
性
を
も
つ
。
例
え
ば
台
湾
の
人
民
の
憲
法
解
釈
の
申
請
手
続
の
憲
法

解
釈
目
的
は
ド
イ
ツ
の
憲
法
訴
願
と
多
く
の
差
異
が
あ
る
。

一
九
九
三
年
新
た
に
制
定
さ
れ
た
憲
法
増
修
条
文
に
応
ず
る
た
め
に
、

ド
イ
ツ
の
基
本
法
か
ら
憲
法
法
廷
に
よ
り
政
党
の
違
憲
を
審
理
す
る
規

定
を
導
入
し
、
立
法
院
は
司
法
院
大
法
官
審
理
案
件
法
を
制
定
し
て
大

法
官
会
議
法
に
替
え
た
の
で
あ
る
。
憲
法
解
釈
申
請
の
手
続
類
型
を
拡

張
し
た
こ
と
以
外
に
、
憲
法
法
廷
の
組
織
形
式
を
創
設
し
た
。
明
ら
か

に
わ
か
る
こ
と
は
、
両
国
の
憲
法
解
釈
制
度
が
す
で
に
よ
り
接
近
し
た

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
制
度
構
築
の
上
で
、
大
法
官
は
釈
字
第
三
七
一

号
解
釈
を
通
じ
て
、
な
お
解
釈
空
間
の
あ
る
権
威
的
な
違
憲
審
査
制
度

を
、
片
面
的
な
大
法
官
の
独
占
的
な
大
権
に
よ
る
集
中
審
理
制
と
し
た

の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
大
法
官
の
憲
法
解
釈
制
度
は
ド
イ
ツ
の

連
邦
憲
法
裁
判
所
の
方
向
へ
と
ま
た
大
き
く
一
歩
前
進
し
た
の
で
あ
る
。

大
法
官
の
憲
法
解
釈
制
度
に
影
響
す
る
憲
法
と
法
律
面
の
規
範
以
外

に
、
無
視
で
き
な
い
の
は
大
法
官
の
な
す
憲
法
解
釈
で
あ
る
。
と
り
わ

け
憲
法
解
釈
手
続
に
関
わ
る
解
釈
で
あ
り
、
人
民
の
憲
法
解
釈
の
申
請
・

法
官
の
解
釈
申
請
は
も
ち
ろ
ん
、
さ
ら
に
立
法
委
員
の
解
釈
申
請
の
要

件
が
あ
る
。
大
法
官
の
解
釈
に
関
わ
る
具
体
化
と
補
充
を
通
じ
て

(

�)

、
大

幅
に
台
湾
と
ド
イ
ツ
の
憲
法
解
釈
制
度
を
近
づ
け
た
。

総
じ
て
言
え
ば
、
六
十
余
年
の
発
展
を
経
て
、
台
湾
の
大
法
官
の
憲

法
解
釈
制
度
と
ド
イ
ツ
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
制
度
は
、
す
で
に
高
度
の

類
似
性
を
具
え
て
い
る
。
も
し
再
び
ま
だ
改
正
を
終
え
て
い
な
い
司
法
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院
大
法
官
審
理
案
件
法
の
改
正
草
案
を
考
察
す
る
な
ら
、
大
法
官
は
憲

法
法
廷
を
そ
の
組
織
方
式
と
な
し
、
憲
法
解
釈
の
申
請
手
続
は
完
全
に

訴
訟
手
続
化
さ
れ
て
お
り
、
二
つ
の
国
家
の
制
度
は
さ
ら
に
接
近
し
て

い
る
。
こ
の
発
展
は
憲
法
制
定
者
が
憲
法
制
定
時
に
予
想
し
な
か
っ
た

も
の
で
あ
り
、
も
と
も
と
意
図
さ
れ
た
最
高
法
院
と
分
散
式
の
違
憲
審

査
制
度
は
、
五
十
余
年
の
間
に
ド
イ
ツ
式
の
憲
法
裁
判
所
と
集
中
式
の

違
憲
審
査
制
度
へ
と
発
展
し
た
。
結
果
か
ら
み
る
と
ほ
ぼ
完
全
に
逆
の

方
向
に
向
か
っ
た
の
だ
が
、
発
展
の
過
程
か
ら
み
る
と
、
種
々
の
開
始

条
件
と
中
間
条
件
の
媒
介
の
下
で
、
と
ん
と
ん
拍
子
に
発
展
し
た
の
で

あ
る
。
言
う
な
ら
ば
、
こ
の
発
展
の
重
要
要
素
は
学
者
出
身
の
大
法
官

(

と
り
わ
け
ド
イ
ツ
留
学
を
経
験
し
た
学
者)
が
、
立
法
と
解
釈
の
過
程

の
中
で
、
意
識
的
に
或
い
は
無
意
識
に
ド
イ
ツ
の
憲
法
学
理
と
関
連
す

る
違
憲
審
査
制
度
を
台
湾
に
移
植
し
た
と
い
う
の
が
、
ほ
ぼ
現
実
と
合

致
す
る
だ
ろ
う

(

�)

。

注

(

１)

六
〇
年
間
の
大
法
官
の
憲
法
解
釈
に
対
す
る
全
面
的
な
回
顧
と
分
析
に

つ
い
て
は
、
参
照
、
翁
岳
生

｢

憲
法
之
維
護
者
―
省
思
與
期
許｣

(『

憲
法

解
釋
之
理
論
與
實
務』

第
六
輯
、
二
〇
〇
九
年
七
月)

。

(

２)

現
在
学
界
で
は
こ
の
種
の
憲
法
解
釈
の
手
続
を
廃
止
せ
よ
と
主
張
す
る

声
が
多
い
。
例
え
ば
、
湯
�
宗

｢

權
力
分
立
與
違
憲
審
査
―
大
法
官
抽
象

釋
憲
之
商
�｣

(『

權
力
分
立
新
論

(

巻
二)』

増
訂
三
版
、
二
〇
〇
五
年
四

月)

九
七
―
一
一
〇
頁
、
許
宗
力

｢

大
官
釋
憲
權
行
使
的
程
序
及
範
圍｣

(『

憲
法
與
法
治
國
行
政』

一
九
九
九
年
三
月)

一
一
五
―
一
一
七
頁
、
蔡

宗
珍

｢

憲
法
疑
義
解
釋
程
序
之
功
能
與
存
廢
省
思｣

(『

台
灣
法
學
雜
誌』

第
一
四
八
期
、
二
〇
一
〇
年
三
月
一
五
日)

二
七
―
四
八
頁
。
司
法
院
が

新
た
に
提
出
し
た
司
法
院
大
法
官
審
理
案
件
法
修
正
草
案
第
二
条
の
定
め

る
大
法
官
の
職
掌
に
は
、
す
で
に
こ
の
種
の
類
型
の
権
限
は
削
除
さ
れ
て

い
る
。(

司
法
院
大
法
官
ウ
ェ
ッ
ブ
サ
イ
ト)

[

原
文
、
ア
ド
レ
ス
等
あ
り]

(

３)

こ
れ
を

｢

憲
法
裁
判
制
度｣

と
称
す
る
学
者
も
い
る
、
蔡
宗
珍

｢

我
國

憲
法
審
判
制
度
之
檢
討｣

(『

憲
法
與
國
家
�』

二
〇
〇
四
年
四
月)

、
ま
た

｢

違
憲
審
査
制
度｣

と
称
す
る
学
者
も
い
る
、
呉
信
華

｢

論
中
華
民
國
的
違

憲
審
査
制
度｣

(『

憲
法
訴
訟
専
題
研
究
�
―
訴
訟
類
型』

二
〇
〇
九
年
一

〇
月)

、
し
か
し
な
が
ら
現
在
の
大
法
官
が
行
使
す
る
憲
法
解
釈
の
権
限
、

組
織
、
手
続
に
基
づ
い
て
見
れ
ば
、(

政
党
解
散
事
件
と
総
統
・
副
総
統
の

弾
劾
事
件
の)

裁
判
と
法
律
或
い
は
命
令
の
違
憲
審
査
を
含
む
と
い
え
ど
、

そ
れ
だ
け
に
止
ま
ら
ず
、
抽
象
的
な
憲
法
疑
義
の
解
釈
権
も
含
み
さ
え
す

る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
二
つ
の
概
念
は
い
ず
れ
も
狭
す
ぎ
る
の
で
、
本

稿
で
は

｢

大
法
官
憲
法
解
釈
制
度｣

と
称
す
る
。

(
４)

参
照
、
法
治
斌

｢

司
法
行
政
與
司
法
審
判
之
分
與
合
―
評
司
法
院
釋
字

第
五
三
〇
號
解
釋
之
功
與
過｣

(『

法
治
國
家
與
表
意
自
由
―
憲
法
専
論
�』

二
〇
〇
三
年
五
月)

七
八
頁
。

(

５)

参
照
、
前
掲
注

(

４)

法
治
斌
論
文
七
九
頁
。

台湾における違憲審査制度の発展
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(

６)

歴
史
解
釈
に
基
づ
い
て
厳
し
く
批
判
す
る
も
の
と
し
て
、
参
照
、
蘇
永

欽

｢

憲
法
解
釋
方
法
上
的
錯
誤
示
範｣

(『

走
入
新
世
紀
的
憲
政
主
義』

二

〇
〇
二
年
一
〇
月)

三
七
四
―
三
七
九
頁
。
同
様
に
歴
史
解
釈
を
支
持
す

る
も
の
と
し
て
、
参
照
、
前
掲
注

(

４)

法
治
斌
論
文
七
七
―
八
〇
頁
。

(

７)

参
照
、
�
源
盛

｢

民
初
大
理
院｣

(『

政
大
法
學
評
論』

第
六
〇
期
、
一

九
九
八
年
一
二
月)

一
〇
八
頁
。

(

８)

参
照
、
李
建
良

｢
大
法
官
的
制
度
變
革
與
司
法
院
的
憲
法
定
位｣
(『

憲

法
理
論
與
實
踐
�』
一
九
九
九
年
七
月)

五
五
四
頁
。

(

９)

参
照
、
注

(

８)

李
建
良
論
文
五
六
二
頁
。

(

�)

司
法
院
釋
字
第
五
三
〇
號
解
釈
は
次
の
よ
う
に
認
定
し
た
。
制
憲
の
本

旨
に
よ
れ
ば
、
司
法
院
は
最
高
の
裁
判
機
関
で
あ
り
、
解
釈
理
由
書
の
中

で
ま
た

[

中
華]

民
国
三
六

(

一
九
四
七)
年
三
月
三
一
日
に
公
布
さ
れ

た
が
施
行
さ
れ
な
か
っ
た
司
法
院
組
織
法
第
四
条
に
次
の
よ
う
に
定
め
る

こ
と
を
引
用
す
る
。
即
ち

｢

司
法
院
は
民
事
廷
・
刑
事
廷
・
行
政
裁
判
廷

と
公
務
員
懲
戒
委
員
会
を
分
設
す
る
。｣

ほ
ぼ
司
法
院
は
最
高
法
院
で
あ
る

と
考
え
、
異
な
る
専
門
廷
を
設
け
る
が
、
こ
れ
と
相
対
応
す
る
憲
法
解
釈

制
度
に
つ
い
て
は
記
し
て
い
な
い
の
で
、
異
な
る
解
釈
空
間
を
残
し
た
。

(

�)

こ
の
概
念
は
過
去
に
ま
た

｢

司
法
規
則
制
訂
權｣

と
称
さ
れ
た
、
参
照
、

楊
與
齡

｢

司
法
規
則
制
訂
權
與
大
法
官
審
理
案
件
程
序
法
規
之
制
定
與
修

正｣
(『

司
法
院
大
法
官
釋
憲
五
十
週
年
紀
念
論
文
集』)

三
一
〇
―
三
一
四

頁
。

(

�)

肯
定
の
見
解
を
と
る
も
の
と
し
て
、
参
照
、
前
掲
注

(

３)

蔡
宗
珍
論

文
一
一
七
―
一
二
四
頁
。
否
定
の
見
解
を
と
り
、
ま
た
法
律
保
留
原
則
を

主
張
し
、
立
法
院
が
法
律
の
明
文
規
範
の
大
法
官
会
議
の
職
権
行
使
と
そ

の
手
続
事
項
を
制
定
す
べ
き
と
す
る
も
の
と
し
て
、
参
照
、
翁
岳
生

｢

我

國
憲
法
訴
訟
制
度
之
展
望｣

(『

中
研
院
法
學
期
刊』

創
刊
號
、
二
〇
〇
七

年
三
月)

八
頁
。

(

�)

前
掲
注

(

�)

楊
與
齡
論
文
三
一
九
頁
。

(

�)

鄭
建
材

｢

大
法
官
行
使
解
釋
權
的
程
序
規
範｣

(『

司
法
院
大
法
官
釋
憲

五
十
週
年
紀
念
論
文
集』

二
〇
〇
一
年
一
〇
月)

三
九
六
頁
。

(

�)

参
照
、
司
法
院
大
法
官
ウ
ェ
ッ
ブ
サ
イ
ト
の
中
の

｢

司
法
院
大
法
官
審

理
案
件
法
修
正
案｣

。[

原
文
、
ア
ド
レ
ス
等
あ
り]

(

	)

司
法
院
が
司
法
院
大
法
官
審
理
案
件
法
の
授
権
に
基
づ
い
て
制
定
し
た

こ
の
法
の
施
行
細
則
と
い
え
ど
、
依
然
と
し
て
手
続
上
の
遺
漏
を
補
う
方

法
は
な
い
。

(


)

こ
の
原
則
は
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
権
限
或
い
は
手
続
の
種
類
を
意
味
し
、

基
本
法
と
連
邦
憲
法
裁
判
所
法
に
挙
げ
る
も
の
に
限
る
。
参
照
、K

laus

Schlaich/
Stefan

K
orioth,

D
as
B
undesverfassungsgericht.

Stellung,
V
erfahren,

E
ntscheidungen,

7.
A
ufl,
2007,

S.
44.

(

�)

味
わ
う
べ
き
は
、M

arbury
v.
M
adison

事
件
の
判
決
の
中
で
、
首

席
大
法
官John

M
arshall

は
類
似
の
前
提
か
ら
、
法
官
は
憲
法
を
遵
守

す
る
た
め
に
違
憲
の
法
律
の
適
用
を
拒
絶
す
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
を
推
論
す
る

こ
と
で
あ
る
。
参
照
、M

arbury
v.
M
adison,

5U
.
S.
137
(1803)

。

本
判
決
の
中
文
訳
に
つ
い
て
は
、
参
照
、
李
年
�
訳

｢M
arbury

v.

M
adison

｣
(『

司
法
者
的
憲
法』

二
〇
〇
〇
年
八
月)

二
五
〇
―
二
五
二

頁
。

翻 訳
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(

�)

反
対
意
見
に
つ
い
て
は
、
参
照
、
許
宗
力

｢

普
通
法
院
各
級
法
官
及
行

政
法
院
評
事
應
否
具
有
違
憲
審
査
權｣

(『

憲
法
與
法
治
國
行
政』

一
九
九

九
年
三
月)

一
三
八
―
一
四
二
頁
。

(

�)
本
条
文
の
中
文
訳
に
つ
い
て
は
、
参
照
、
司
法
院
ウ
ェ
ッ
ブ
サ
イ
ト

｢

中
文
訳
外
国
法
規｣

の
中
の

｢

ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
基
本
法｣

。[

原
文
、

ア
ド
レ
ス
等
あ
り]

(

�)

司
法
院
大
法
官
会
議
規
則
の
全
文
に
つ
い
て
は
、
参
照
、
前
掲
注

(

�)

楊
與
齡
論
文
三
一
六
頁
。

(

�)

地
方
制
度
法
の
第
三
〇
条
・
第
四
〇
条
と
第
七
五
条
に
各
々
定
め
る
。

(

�)

釋
字
第
四
九
九
號
解
釋
。

(

�)

釋
字
第
五
八
五
號
解
釋
と
釋
字
第
五
九
九
號
解
釋
。

(

�)

こ
れ
ら
の
申
請
要
件
の
詳
細
な
内
容
に
関
し
て
、
参
考
に
す
べ
き
も
の

と
し
て
、
呉
庚

『

憲
法
的
解
釋
與
適
用』

二
〇
〇
四
年
六
月
、
第
三
版
、

三
六
七
―
三
九
八
頁
、
よ
り
詳
し
く
、
と
り
わ
け
訴
訟
類
型
の
分
類
に
基

づ
い
て
討
論
す
る
も
の
で
、
参
照
す
べ
き
も
の
と
し
て
、
前
掲
注

(

３)

呉
信
華
論
文
、
こ
の
中
の
議
論
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
も
は
や
贅
言
し
な

い
。

(

	)

参
照
、
張
桐

｢

憲
法
訴
訟
與
基
本
權
保
障｣

(

許
志
雄
・
蔡
茂
寅
・
周

志
宏
主
編

『

現
代
憲
法
的
理
論
與
現
實
―
李
鴻
禧
教
授
七
秩
華
誕
祝
壽
論

文
集』

二
〇
〇
七
年
九
月)

七
七
四
頁
以
下
。

(

�)

例
え
ば
、
陳
愛
娥

｢

引
進
判
決
違
憲
審
査
程
序
之
合
理
性
與
必
要
性｣

(

司
法
院
大
法
官
九
六
年
度
學
術
研
討
會
、
二
〇
〇
七
年
一
二
月)

、
陳
英

�｢

基
本
權
利
訴
願
的
結
構
性
變
遷｣

(『

憲
政
民
主
與
人
權』

二
〇
〇
四

年
一
月)

八
五
―
一
八
〇
頁
。

(

)

国
内
の
学
者
呉
庚
は
そ
れ
を
憲
法
理
解
に
及
ぶ

｢

機
関
間
統
一
解
釈｣

と
呼
ぶ
、
参
照
、
前
掲
注

(

�)

呉
庚
書
、
三
六
九
頁
。

(

�)

ド
イ
ツ
連
邦
裁
判
所
法
第
一
三
条
第
五
号
の
規
定
に
基
づ
け
ば
、
機
関

争
議
の
意
味
は
次
の
通
り
で
あ
る
。｢

最
高
連
邦
機
関
、
或
い
は
そ
の
他
基

本
法
に
よ
り
或
い
は
最
高
連
邦
機
関
の
処
務
規
程
の
規
定
に
よ
り
固
有
の

権
利
を
与
え
ら
れ
る
当
事
者
の
、
そ
の
権
利
・
義
務
の
範
囲
の
争
議
よ
り

生
じ
た
基
本
法
に
関
す
る
解
釈

(

基
本
法
第
九
三
条
第
一
項
第
一
号)

。｣

参
照
、｢

司
法
院
ウ
ェ
ッ
ブ
サ
イ
ト｣

の

｢

中
文
訳
外
国
法
規｣

の
ド
イ
ツ

連
邦
憲
法
裁
判
所
法
の
中
文
訳
。[

原
文
、
ア
ド
レ
ス
等
あ
り]

(

�)

例
え
ば
前
掲
注

(

２)

許
宗
力
論
文
一
一
五
―
一
一
七
頁
、
前
掲
注

(

２)

湯
�
宗
論
文
一
〇
三
―
一
一
〇
頁
、
前
掲
注

(

１)

翁
岳
生
論
文
八

八
―
八
九
頁
、
前
掲
注

(

２)

蔡
宗
珍
論
文
二
七
―
四
八
頁
。

(

�)

憲
法
訴
願
は
ド
イ
ツ
の
憲
法
訴
訟
の
訴
訟
類
型
の
一
つ
で
あ
り
、
規
定

は
基
本
法
の
第
九
三
条
第
一
項
第
四
の
一
号
に
あ
り
、
ま
た
法
規
に
対
す

る
も
の
と
裁
判
所
審
判
に
対
す
る
憲
法
訴
願
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

憲
法
訴
願
を
提
起
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
手
続
要
件
は
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法

裁
判
所
法
第
九
〇
条
第
一
項
に
定
め
る
。
即
ち

｢

何
人
も
、
そ
の
基
本
権

或
い
は
基
本
法
第
二
〇
条
第
四
項
、
第
三
三
条
、
第
三
八
条
、
第
一
〇
一

条
、
第
一
〇
三
条
、
第
一
〇
四
条
の
定
め
る
権
利
を
主
張
し
得
、
公
権
力

の
侵
害
を
受
け
る
な
ら
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
憲
法
訴
願
を
提
起
で
き
る
。｣

そ
し
て
第
九
〇
条
第
二
項
、
即
ち

｢

上
述
の
侵
害
に
つ
い
て
は
も
し
そ
の

他
の
法
律
救
済
の
方
法
が
あ
る
時
は
、
そ
の
他
の
法
律
救
済
の
利
用
の
方
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法
が
す
で
に
尽
き
た
時
に
初
め
て
、
憲
法
訴
願
が
提
起
で
き
る
。
そ
の
他

の
法
律
の
救
済
方
法
が
尽
き
て
い
な
い
う
ち
に
憲
法
訴
願
を
提
起
し
た
が
、

も
し
普
遍
的
な
重
要
性
を
具
え
、
或
い
は
訴
願
者
が
も
し
そ
の
他
の
法
律

の
救
済
方
法
に
従
う
な
ら
、
重
大
或
い
は
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
損
害

を
受
け
る
時
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
直
ち
に
審
判
し
う
る
。｣

憲
法
訴
願

の
議
論
に
関
し
て
は
、
参
照
、C

hristoph
G
usy,

D
ie
B
undesver-

fassungsgericht.
E
rster

B
and,

2001,
S.
641-671.

(

�)

呉
信
華
は
両
者
は
か
な
り
の
可
能
性
を
も
つ
と
考
え
る
、
参
照
、
呉
信

華

｢

我
國
憲
法
訴
訟
制
度
之
繼
受
�
國
―
以

『

人
民
聲
請
釋
憲
爲
中
心』｣

(『

月
旦
法
學
雜
誌』

一
一
六
期
、
二
〇
〇
五
年
一
月)

二
八
頁
以
下
。

(

�)

参
照
、
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
九
五
条
第
二
項
の
規
定
、
即
ち

｢

裁
判
を
提
起
す
る
憲
法
訴
願
に
対
し
て
理
由
あ
る
時
は
、
連
邦
憲
法
裁
判

所
は
こ
の
裁
判
を
廃
棄
し
、
第
九
十
条
第
二
項
第
一
句
の
状
況
で
は
、
連

邦
憲
法
裁
判
所
は
こ
の
事
件
を
管
轄
裁
判
所
に
差
し
戻
す
。｣

(

�)

参
照
、
前
掲
注

(

１)

翁
岳
生
論
文
一
〇
一
頁
以
下
。

(

�)

憲
法
訴
願
の
導
入
に
反
対
す
る
も
の
と
し
て
、
例
え
ば
参
照
、
蘇
永
欽

｢

裁
判
憲
法
訴
願
―
�
國
和
台
灣
違
憲
審
査
制
度
的
選
擇｣

(『

法
令
月
刊』

第
五
八
巻
第
三
期
、
二
〇
〇
七
年
三
月)

、
導
入
に
賛
成
す
る
も
の
と
し
て
、

例
え
ば
前
掲
注

(

�)

陳
愛
娥
論
文
、
同
じ
く
前
掲
注

(

�)

陳
英
�
論

文
八
五
―
一
八
〇
頁
、
こ
の
外
、
我
国
に
は
す
で
に
憲
法
訴
願
を
審
判
す

る
実
務
が
あ
る
と
考
え
る
が
、
し
か
し
根
本
的
に
よ
り
良
い
も
の
と
す
る

た
め
に
導
入
に
賛
成
す
る
も
の
と
し
て
、
参
照
、
呉
信
華

｢『

法
院
裁
判』

作
爲
大
法
官
違
憲
審
査
的
客
體｣

(『

憲
法
訴
訟
専
題
研
究
�
―
訴
訟
類
型』

二
〇
〇
九
年
一
〇
月)

一
五
―
一
七
、
四
三
頁
。

(

	)

参
照
、
呉
秦

｢

事
後
違
憲
審
査
之
潮
流
？
―
淺
析
法
國
違
憲
審
査
制

度
之
新
變
革｣

(『

憲
政
時
代』

第
三
六
巻
第
四
期
、
二
〇
一
一
年
四
月)

三
八
七
―
四
〇
〇
頁
。

(

�)

大
法
官
の
解
釈
は
最
初
の
二
号
だ
け
は
中
国
大
陸
で
な
さ
れ
た
が
、
第

三
号
解
釈
か
ら
今
日
ま
で
は
す
べ
て
台
湾
で
な
さ
れ
て
い
る
。

(

�)

各
々
の
憲
法
解
釈
を
申
請
す
る
手
続
要
件
の
議
論
に
関
し
て
は
、
多
く

の
細
か
な
問
題
に
及
ぶ
が
、
本
稿
は
制
度
枠
組
の
発
展
に
重
点
を
置
く
の

で
、
割
愛
す
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
の
検
討
に
つ
い
て
は
、
参
照
、
呉
信
華

『

憲
法
訴
訟
専
題
研
究
�
―
訴
訟
類
型』

二
〇
〇
九
年
一
〇
月
、
楊
子
慧

『

憲
法
訴
訟』

二
〇
〇
八
年

(

)

ド
イ
ツ
憲
法
学
と
実
務
の
影
響
は
、
当
然
な
が
ら
憲
法
解
釈
制
度
の
解

釈
と
具
体
化
に
限
ら
れ
ず
、
憲
法
解
釈
の
上
で
、
ま
た
多
く
の
影
響
の
跡

が
観
察
で
き
る
。
例
え
ば
個
々
の
基
本
権
の
解
釈
、
比
例
原
則
の
導
入
等
々

で
あ
る
が
、
こ
れ
は
明
ら
か
な
の
で
贅
言
は
要
し
な
い
。

補
記二

〇
一
三
年
七
月
五
日
に
名
城
大
学
法
学
部
と
台
湾
の
世
新
大
学
法
学
院
と
の

交
流
活
動
の
一
環
と
し
て
、
名
城
大
学
法
学
会
に
よ
る
講
演
会
が
開
催
さ
れ
た
。

名
城
大
学
と
世
新
大
学
は
大
学
間
交
流
協
定
を
締
結
し
て
い
る
。

講
演
は
世
新
大
学
法
学
院
教
授
で
あ
り
、
憲
法
・
法
理
学
を
専
門
と
さ
れ
る
張

嘉
尹
氏
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
、
講
演
題
目
は

｢

台
湾
に
お
け
る
違
憲
審
査
制
度
の

発
展
―
歴
史
的
回
顧
お
よ
び
未
来
へ
の
展
望｣

で
あ
っ
た
。
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学
生
向
け
の
講
演
で
あ
っ
た
が
、
張
教
授
は
か
な
り
大
部
の
報
告
原
稿
を
準
備

さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
講
演
は
報
告
原
稿
の
前
半
部
分
を
概
説
的
に
述
べ
る
形
を

と
る
が
、
原
稿
全
体
は
後
日
翻
訳
の
後
に『

名
城
法
学』

に
掲
載
す
る
こ
と
と
な
っ

た
。
講
演
当
日
は
名
城
大
学
法
学
研
究
科
博
士
課
程
を
修
了
し
た
楊
遠
寧
君
が
通

訳
を
担
当
し
て
お
り
、
本
稿
も
前
半

(

二
章
二
節
の
二
ま
で)

は
楊
君
に
よ
る
翻

訳
で
あ
る
。
後
半
の
翻
訳
は
松
田
が
担
当
し
、
併
せ
て
全
体
の
体
裁
を
整
え
た
。

な
お

[
]

は
松
田
に
よ
る
補
注
で
あ
る
。
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